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議事内容議事内容
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（１）モニタリング計画

（２）保全状況報告書への記載内容

（３）その他報告事項

①台風11号来襲後の海浜状況

②Ｌ型突堤の入札手続きの状況

③景観に配慮した養浜の実施方法の検討

（４）今後の予定



（１）モニタリング計画
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①現在のモニタリング実施状況
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飛行場前面からのｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ

安倍川からのｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ

計画養浜量 2万m3/年
（累計33.1万m3）

3号

2号

4号

離岸堤型ヘッドランド5基

3号
2号

4号 増・蛇塚駒越

折戸

三保

離岸堤19基

1号

5号

1号

Ｌ型突堤

消波堤4基

計画養浜量 6万m3/年
(累計91.1万m3)

計画養浜量 3万m3/年
（累計13.7万m3）

（S58～H17）（H1～H11）

（H9～H12）

（H7～H8）

必要砂浜幅 現況砂浜幅 状 況

離岸堤区間 60m 20-50m
必要砂浜幅に満たないが、回復傾向
にある。消波工を併用。

ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ区間 60m
60m以上

（ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ下手30-50m）

局所的な些少箇所は、養浜、根固工
などで対応。

消波堤区間 80m
80m以上

（１号消波堤下手50m）

局所的な些少箇所は、養浜、根固工
などで対応。

侵食対策の経緯（清水海岸全体）
・昭和58年度から離岸堤、離岸堤型ヘッドランド、Ｌ型突堤、消波堤等の海岸保全施設の整備を順次実施。

・平成10年度から養浜に着手。（安倍川からのｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ：H10～、飛行場前面からのｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ：H19～）

・モニタリング結果に基づく養浜量の見直しなど、現場状況に応じた対策の見直しを随時行い、防護上必要
な砂浜幅の確保に努めている。

4

（養浜量はH10～26年度累計）



3号

2号

1号

3号 2号

滝
ヶ
原
川

蛇塚

駒越折戸

三保

増

三保飛行場

1号
5号

4号

侵食前・・・・・・・・・・・・・・離岸堤整備開始（S58）・・・・・ヘッドランド整備開始（H元）・・・・養浜開始（H10）・・侵食対策検討委員会（H18・H22～）・・・

1947

(S22)

1961

(S36)

1969

(S44)

1970

(S45)

1981

(S56)

1982

(S57)

1985

(S60)

1986

(S61)

1987

(S62)
～

1989

(H元)
～

1992

(H4)

1993

(H5)

1995

(H7)
～

2000

(H12)
～

2003

(H15)
～

2015

(H27)
～

汀線・深浅測量
年1回

● ● ● → ● → ● ● ● →

年2回
● → ● → ● →

空中写真(垂直) ● ● ● ● ● - - ● - - ● - ● ●
年1回

● → ● → ● → ● →

空中写真(斜め) ● ● -
年1回

● → ● → ● ● ● → ● → ● → ● →

定点写真
年数回

● → ● →

波浪観測
● → ● → ● →

H12以前は石廊崎

波浪等により確認

L型
突堤

4号

写真：2014(H26)年12月撮影

・離岸堤、ヘッドランド等の施設整備、養浜等の実施に当たり必要なモニタリングを開始している。

・モニタリングにより侵食状況を確認し、「清水海岸侵食対策検討委員会」での議論を踏まえ、養浜の増量
や海岸保全施設の新設・改良等の対応を行ってきた。

これまでのモニタリングに関する調査の実施状況これまでのモニタリングに関する調査の実施状況
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：現在と同じモニタリング頻度



3号

2号

1号

3号 2号

滝
ヶ
原
川

蛇塚

駒越折戸

三保

増

三保飛行場

区間 消波堤区間下手 消波堤区間 ヘッドランド区間 離岸堤区間 モニタリング手法

主な

観点

・局所的な侵食の発生など、新たな危険箇所の早期発見
③定点写真撮影（高波前後）

④波浪観測（久能）

・養浜材採取の影響

・養浜材採取の問題点

・危険箇所の侵食状況

・ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙの効果

・危険箇所の侵食状況

・ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽの効果

・危険箇所の侵食状況

・養浜の効果
（特に、ｻﾝﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨの進行）

①汀線・深浅測量

②空中写真撮影（垂直、斜
め）

1号
5号

4号

年度 平成25年度 平成26年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

養浜 三保 三保 三保 三保 三保 三保

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

①汀線・深浅測量

②空中写真撮影

③定点写真撮影

④波浪観測（久能）

台風,低気圧等※ T18号

養浜位置はモニタリン
グ結果に基づき決定

L型
突堤

4号

※波高6m以上の気象要因のみを記載

写真：2014(H26)年12月撮影

侵食対策の効果と影響の把握を行うため、区間毎の観点に基づきモニタリングを実施している。

6平成26年度は、台風18号の影響と年変化を把握するため、深浅・汀線測量を平成26年9月，11月に実施

現在のモニタリングの実施状況



目的：砂浜幅と海浜・海底地形の変化を把握
時期：年２回、毎年９月,11月頃実施（台風来襲期前後）
内容：測線間隔100m、岸沖方向距離600mの範囲

①汀線・深浅測量

目的：高波浪前後の地形変化を把握
時期：不定期、年３-４回程度
内容：各測線で写真を撮影

③定点写真撮影

④波浪観測（久能観測所）

現在実施しているモニタリングに関する調査

現在は以下の①～④の調査によりモニタリングに必要なデータを収集している。

目的：海象状況の把握
時期：通年（10分毎データ、毎正時データ）
内容：波高、周期、波向

Ｌ型突堤

1号消波堤
2号消波堤3号消波堤

4号消波堤

3号

2号

1号

3号 2号

滝
ヶ
原
川

蛇塚

駒越折戸

三保

増

三保飛行場

1号
5号

4号

4号

写真：2014(H26)年12月撮影

L型突堤

測線100mピッチ

②空中写真撮影（垂直、斜め）

目的：１年毎の汀線位置変化を把握
時期：年１回、毎年12月～１月頃実施
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ヘッドランド

消波堤



項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

現
在
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

砂浜幅
防護目標の必要砂浜幅
80mの確保状況の把握

汀線測量
消波堤区間
（測線No.15
～31）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年 必要砂浜幅
汀線測量結果を基に必要
砂浜幅80mが確保されてい
るか確認する

年1回

海浜・海底
地形

許容越波流量に対する必
要断面積の確保状況の把
握

汀線・深浅
測量

消波堤区間
（測線No.15
～31）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年

必要断面積

汀線・深浅測量結果を基に
水中部の侵食の有無等の
確認を行った後、波の打上
げ高と越波量を算定し、許
容越波量に対する必要断
面積が確保されているか確
認する

年1回

養浜材採取箇所の埋め戻
り状況の把握

汀線・深浅
測量

消波堤区間
下手
（測線No.8～
15）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

養浜材採取前
の地形と比較

サンドリサイクル養浜材の
採取箇所前面（測線No.13
～10）の埋め戻り状況を確
認する

年1回

長期的
砂浜回復
の状況

砂浜の自然回復状況（サ
ンドボディの進行状況等）
の把握

空中写真
撮影（垂直、
斜め） 静岡海岸～

清水海岸
全体

毎年12月～１月
頃

1回/1年

サンドボディの
進行状況

空中写真や汀線・深浅測
量結果を基に、サンドボ
ディの進行状況から自然回
復が順調に進んでいるか
確認する

年1回
汀線・深浅
測量

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年

高波浪時
の越波・
遡上状況

砂浜些少部等の越波危険
箇所の越波の有無や遡上
状況の把握

定点写真
撮影

砂浜些少部
（既設消波堤
および新設突
堤の下手側）

不定期、高波浪来
襲後

3～4回
/1年

越波の有無、
遡上状況

砂浜些少部等の越波危険
箇所に対して、高波浪来襲
後の越波・遡上痕跡を確認
し、越波の有無や遡上位置
（遡上高）を確認する

年1回

海象条件 海象状況の把握 波浪観測 久能観測所
通年（10分毎、毎
正時）

通年（10
分毎、毎
正時）

高波浪来襲状
況、波浪状況

地形変化、砂浜回復状況と
高波浪等との応答を確認
する

年1回

現在のモニタリング（消波堤区間）の実施内容現在のモニタリング（消波堤区間）の実施内容
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現在、消波堤区間で実施しているモニタリングの項目や調査方法、評価基準等は下表のとおり。



消波堤区間の必要砂浜幅は80m

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

砂浜幅(m)

越
波

流
量

(m
3 /

m
/
s)

越波流量

護岸被災限界

消波堤区間（護岸天端高T.P.+12.0m）において、計画波（1/50確率）が到達しても越波量
が護岸の被災限界を超えない砂浜幅

砂浜幅と越波流量の関係
（必要砂浜幅の決定根拠）

80m

必要砂浜幅

モニタリング結果の対策への反映モニタリング結果の対策への反映

許容越波流量を満足する海浜断面積必要断面積

消波堤区間における
許容越波流量0.05m3/m/s

9

モニタリング結果は、設定した評価基準により評価を行い、必要な防護水準を満たしているか
検証し、次年度以降の養浜等の対策の実施内容に反映している。

必要断面積と現況海浜断面積

 

0

2

4

6

8

1 0

1 2

- 2

- 4

- 6

- 8

- 1 0

- 1 2

- 1 4

- 1 6

- 1 8

- 2 0
0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0

  

標

高

(T.P.m) 

岸沖方向距離m 

2014年 9月

測線No.29 

2014年11月

▽ H.H.W.L=T.P.+1.66m 

砕波水深 

hb=19m 
(H0'=15m 時) 

砕波水深以浅の海浜断面(断面積)により、 

波の打上げ高・越波量が規定される 
（断面積減少→越波量増、断面積増加→越波量減）

海浜断面積Ａ=3236m2(2014.11)＞許容越波に対する必要断面積Ａ0=2944m
2 

・・・許容越波量を満足する 

←堤防天端高

←養浜天端高

←汀線

養浜

※1.必要砂浜幅：越波の観点（護岸が被災しない）に対し、必要な砂浜幅を代表海浜断面に対する越波量計算から設定。
※2.必要断面積：消波施設周辺での局所的な深掘れの発生や盛土養浜の実施など、代表海浜断面に適合しない施設・養浜等の影響を受けた地形も存在する。

それら箇所は砂浜幅のみでは評価できないため、海浜断面の指標（各測線の越波流量の計算による）も加えるものとしている。



10モニタリング結果の対策への反映モニタリング結果の対策への反映

設定した２つの指標に基づき、モニタリング結果を踏まえて、次年度の養浜実施箇所の優先度
を決定している。（下図は平成26年度の養浜実施箇所の優先順位付けの例）

養浜実施箇所は以下の２つの指標を基準に優先順位を決定。
①砂浜幅が必要砂浜幅に対し不足している箇所、②越波に対し海浜断面積が不足している箇所
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H26.11不足断面積

H26.11断面積(砕波水深以浅)

越波対策上の必要断面積A0

0
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浜

幅
(m

)

不足砂浜幅

H26.11砂浜幅

目標砂浜幅B0

優先度３優先度２

5号4号 3号 2号 1号 4号 3号 2号 1号

測線No.

測線No.

①
砂

浜
幅

(
m

)
②

海
浜

断
面

積
(
m

2
)

優先度２

H25年度ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ実施

優先度２

消波堤

越波に対し不足する海浜断面積

目標砂浜幅に対して不足する砂浜幅

H25年度ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ実施

越波に対し必要な海浜断面積

優先度２優先度１優先度１

②海浜断面積は、波の打上げ高算定の基礎となる砕波水深約17m※

～堤防間の断面積（※消波施設測線は水深約10m）

消波堤区間 ヘッドランド区間

H25年度ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ実施

養浜の優先度が高い箇所 養浜の優先度が高い箇所

優先度３

②海浜断面積は、波の打上げ高算定の基礎と
なる砕波水深約19m※～堤防間の断面積 10



■清水海岸における海岸保全ＰＤＣＡサイクル

これまでの海岸保全対策の推進体制これまでの海岸保全対策の推進体制

11

毎年1-2回開催

・専門家、関係機関、地元代表者による総合的な検討・助言
・情報公開、地域住民（傍聴者）の意見把握

助言 提案・報告

目標設定、海岸保全対策
清水西海岸高潮対策事業(H1～)

平成18年度 計画の変更
平成22年度 計画の変更

平成22年度～計画の継続
平成26年度～計画の変更

必要最小限の施設整備、養浜 等

対策の効果・影響の把握
モニタリング

・汀線・深浅測量
・空中写真撮影
・定点写真撮影
・波浪観測

対策効果の評価、課題の抽出、対策の見直し検討
平成18年度侵食対策検討委員会に提案

平成22年度侵食対策検討委員会に提案
平成23年度侵食対策検討委員会に提案

平成26年度侵食対策検討委員会に提案

・調査・解析データ、ノウハウの蓄積
・新たな知見

リアルタイムの意見情報公開

広報誌「波音」定期発行、清水海岸ポータルサイトによる情報提供

【清水海岸全体】

清水海岸全体での海岸保全対策は、これまで以下の体制によりＰＤＣＡサイクルを回すことで
順応的に計画の見直しを行いながら、関係者が連携し、事業やモニタリング等を実施してきた。

計画（PLAN）

清水海岸侵食対策検討委員会

実行（DO）

確認（CHECK）

改善（ACTION）



②モニタリング計画（案）
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モニタリングの目的モニタリングの目的

• 短期対策におけるＬ型突堤の配置や構造、養浜量及び養浜位置等を、対策の効果が発揮され、対策
による悪影響が及ばないよう順応的に見直しを図るため、モニタリングを実施する。また、短期対策の
効果・影響を検証し、中期対策の検討に反映する。

• 長期対策における施設に頼らない砂浜の自然回復を実現するため、安倍川からの供給土砂による砂
浜の回復状況を確認し、短期・中期対策のメニューを順応的に見直す。

13

将来的な砂浜の自然回復が実現するよう、県が清水海岸（三保地区）で関係機関と連
携して実施する、砂浜の保全と景観の改善を高い次元で両立するための短期対策や中
長期対策による効果や影響を的確に把握し、対策の進捗及び順応的な見直しに資する
ことを目的としてモニタリングを実施する。

○ 富士山の世界遺産一覧表の記載審議における勧告事項 より

Ｆ）景観の神聖さ及び美しさの両側面を維持するために、経過観察指標を強化すること。

○ 三保松原白砂青松保全技術会議 最終報告書 より

３．モニタリングにより海浜変化等を常に把握し、順応的に対策を見直す。

防護と景観の両立に着目したモニタリングを、継続して実施する必要がある。

モニタリングの必要性

モニタリングの目的



（１）短期対策として、１号、２号消波堤をＬ型突堤に置き換える

（２）上記対策の効果を検証した上で、中期対策として、３号、４号消波
堤をＬ型突堤に置き換える。

・ 対策の要否を含め、詳細は短期対策完了後に改めて検討する。

将来、構造物に頼らずに砂浜が維持される海岸を実現するため、常に土
砂供給の連続性を確保するよう努める。

１

砂浜が自然回復するまでの間、景観上配慮した最小限の施設により、砂
浜を保全する。

２

モニタリングにより海浜変化等を常に把握し、順応的に対策を見直す。

目指す海岸の姿を実現するため、関係者・関係機関との連携を進める。４

世界文化遺産と名勝及びその周辺部を一体として捉え、三保松原の文化
財的な価値の維持・向上に努める。

５

・ 養浜量や施設構造などを、海浜変形状況に応じて随時見直す。

景観改善対策の内容【技術会議最終報告書より】景観改善対策の内容【技術会議最終報告書より】

14

３

・ サンドリサイクル量は５万m3を基本とする。

・ 突堤長さを含めた施設諸元等については、詳細検討により決定する。

・ 初期養浜等により景観改善目標を早期に達成できるよう努める。



写真：2014(H26)年12月撮影

景観改善対策のスケジュール景観改善対策のスケジュール
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対策内容
短期対策 中期対策 長期対策

2015年～2024年頃
（約10年間）

2025年頃～2044年頃
（約20年間）

2045年頃～
（約30年後～）

Ｌ型突堤の整備

養浜の実施
（5万m3/年）

モニタリング

短期対策区間中期対策区間

長期対策区間

羽衣の松周辺から視認性が高い１
号・２号消波堤の景観改善を優先的
に実施【１号・２号消波堤】

２号消波堤から下手側の海浜変形等
をモニタリングしながら対策を順次
検討【３号・４号消波堤】

安倍川などからの供給土砂のみによ
り砂浜が維持される、施設に頼らな
い海岸の実現を目指す

・対策スケジュールに合わせモニタリングを並行して実施し、対策の順応的な見直しを行う。
・時期により対策内容が異なるため、対策に合わせモニタリングの内容も順次変更していく。

短期対策の効果を検証して
対策内容を再検討

サンドボディの進行状況や海浜形状等を
踏まえて、養浜量を順応的に見直し



16モニタリング項目【第４回技術会議説明資料より】モニタリング項目【第４回技術会議説明資料より】

安倍川からの土砂供給と砂浜の自然回復が順調に進んでいるか確認

突堤本体及びその周辺地形に問題がある変化が発生していないか確認施 設

利用・環境に悪影響を及ぼしていないか確認

周辺地形（詳細）、施設変形など ・・

漁業、ウミガメ産卵状況など ・・

防 護 1/50確率波浪に対する防護水準（越波量）を満たしているか確認

施設の景観的な影響が低減しているか確認

砂浜幅、海浜・海底地形、海象観測など ・・

施設の見え方、汀線形状など ・・

現在のモニタリングを基本とする。現在のモニタリングを基本とする。

定点写真観測等により、景観の経過観察を実施する。定点写真観測等により、景観の経過観察を実施する。

ヒアリングを中心に、5年毎程度の間隔で確認をおこなう。ヒアリングを中心に、5年毎程度の間隔で確認をおこなう。

通常の測量より詳細に施設及び周辺地形を監視する。通常の測量より詳細に施設及び周辺地形を監視する。

利用・環境

景 観

長期目標実現長期目標実現

効果の検証

影響の確認

16

以下の項目を基本とするが、詳細についてはフォローアップ会議で検討する。



モニタリング区分【防護】モニタリング区分【防護】
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項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

防

護

沿岸漂砂
量

清水海岸三保地区全域の
沿岸漂砂量の把握

汀線・深浅
測量

清水海岸全
体

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年
沿岸漂砂量の
維持

土砂変化量を算定し、沿岸
漂砂量を５年間程度のスパ
ンで推計し、評価する。
• 既設Ｌ型突堤から下手の
沿岸漂砂量4.5万m3/年を
維持しているか確認する。

• サンドリサイクル養浜材採
取箇所や新設Ｌ型突堤の
周辺は、沿岸漂砂量の状
況を確認する。

年1回※

砂浜幅
防護目標の必要砂浜幅80m
の確保状況の把握

汀線測量
消波堤区間
（測線No.15
～31）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年 必要砂浜幅
必要砂浜幅80mが確保され
ているか確認する。

年1回※

海浜・海
底地形

許容越波量に対する必要断
面積の確保状況の把握

汀線・深浅
測量

消波堤区間
（測線No.15
～31）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

2回/1年

必要断面積

水中部の侵食の有無等を
確認後、波の打上げ高と越
波量を算定し、許容越波量
に対する必要断面積が確
保されているか確認する。

年1回※

養浜材採取箇所の埋め戻り
状況の把握

汀線・深浅
測量

消波堤区間
下手
（測線No.8～
15）

9月及び11月頃
（台風来襲期前
後）

汀線位置、断面
積

養浜材採取箇所（測線
No.13～10）の汀線と断面
積が1998年当時を割り込
んでいないか確認する。

年1回※

高波浪時
の越波・
遡上状況

越波危険箇所（砂浜些少
部）の越波の有無や遡上状
況の把握

定点写真
撮影

砂浜些少部
（既設消波堤
及び新設Ｌ型
突堤の下手）

不定期、高波浪来
襲後

3～4回
/1年

越波の有無、
遡上状況

越波危険箇所（砂浜些少
部）について、高波浪来襲
後の越波・遡上痕跡を確認
し、越波の有無や遡上位置
（遡上高）を確認する。

年1回※

防 護

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。

モニタリングの目的を踏まえ、必要なモニタリング項目や調査方法、評価基準等を整理した。



◆評価基準：沿岸漂砂量の維持

◆評価方法：汀線・深浅測量結果から土砂変化量を算定し、沿岸漂砂量を推計する。

・既設Ｌ型突堤から下手側への沿岸漂砂量が4.5万m3/年（予測計算時の検討条件）を維持しているか確認する。

・サンドリサイクル養浜材採取箇所周辺や新設Ｌ型突堤周辺については、測量調査実施毎に沿岸漂砂量の維持
状況・変化状況を確認する。

◆評価頻度：１回／１年

モニタリング項目【沿岸漂砂量】の評価モニタリング項目【沿岸漂砂量】の評価

目的：清水海岸三保地区全域の沿岸漂砂量の把握沿岸漂砂量

ﾘｻｲｸﾙ養浜材採取
(2007年度～)

○1998-2006年と2006-2013年の比較
・L字突堤での通過漂砂量が約3.5万m3/年増加

○2006-2013年について
・消波堤2,3号間は漂砂量が安定
・4号下手に向かって漂砂量が増加
・砂嘴先端部では土砂の落ち込みが続いている

養浜3～5万
(1998年度～)

単位：m3/年

養浜3万
(2008年度～)

■サンドリサイクル
開始前後の年間沿岸
漂砂量の推定

羽
衣
の
松

1998-2006
(L字突堤上手の堆
積が進行→下手へ
の供給なし)
2006-2013
(L字突堤上手で飽
和→下手への供給
量が増加＋養浜量
も増加）

0 1 2km

4号下手に向かって
漂砂量増加

【推定方法】
真崎を通過する沿岸漂砂量はほぼ0と仮定し、
深浅測量データから南向きに地形変化量の累
積値を求めることによって推定

-7万

約3.5万m3/年増加

漂砂量安定
漂砂量が減少
(海底谷への土
砂の落ち込み)

-6.5万

※平成25年度第１回検討委員会資料※平成25年度第１回検討委員会資料

◆評価を踏まえた対応：

沿岸漂砂量が不足してい
る場合は、他の防護目標
（砂浜幅、海浜・海底地
形等）の達成状況の確認
と併せて、沿岸漂砂量の
回復に向けた改善策や養
浜計画の見直し等につい
て検討する。
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◆評価基準：必要砂浜幅80m※

※消波堤区間(護岸天端高T.P.+12.0m)において、計画波(1/50確率)
が到達しても越波流量が護岸の被災限界(許容越波流量0.05m3/m/s)
を超えない砂浜幅

◆評価方法：汀線測量結果から各測線の砂浜幅（護岸～汀線まで
の距離）を整理し、必要砂浜幅80mが確保されている
か確認する。
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(
m
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測線No.

2013年 9月

2013年 11月

2014年 9月

2014年 11月

必要砂浜幅

L型
突堤

1号消波堤

防護上の
必要砂浜幅
80m

2号消波堤

3号消波堤

4号消波堤

侵食

侵食

安定傾向

養浜(H26.1-3)3万m3

砂浜幅の変化【2013(H25)年9月～2014(H26)年11月】

1号消波堤下手の砂浜幅は2014
年時で60m程度であり、必要砂
浜幅80mを割り込んでいる。

モニタリング項目【砂浜幅】の評価モニタリング項目【砂浜幅】の評価

目的：防護目標の必要砂浜幅80mの確保状況の把握

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
○評価基準を満足する場合

⇒計画通り対策を継続する。

×評価基準を満足しない場合
⇒養浜位置や配分等の見直し
を行う。

※沿岸漂砂量、海浜・海底断面地形
と併せて評価

※評価を踏まえた対応は、フォローアッ
プ会議や技術検討ワーキング部会で検討
することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等
に相談の上、海岸管理者が適切な対応を
とることとする。
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モニタリング項目【海浜・海底地形】の評価モニタリング項目【海浜・海底地形】の評価

◆評価基準：必要断面積

※消波堤区間(護岸天端高T.P.+12.0m)において、計画波(1/50確率)が到達しても越波流量が護岸の被災限界
(許容越波流量0.05m3/m/s)を超えない海浜断面積
（打上げ高・越波量に影響する砕波水深以浅の海浜断面積で評価する。）

◆評価方法：汀線・深浅測量結果を基に、水中部の侵食の有無等の確認を行った後、波の打上げ
高と越波量を算定し、許容越波量に対する必要断面積が確保されているか確認する。

海浜・海底地形 目的：許容越波量に対する必要断面積の確保状況の把握

20

海浜断面の対象範囲（目安：砕波水深以浅（T.P.-17m以浅））◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：

○評価基準を満足する場合
⇒計画通り対策を継続する。

×評価基準を満足しない場合
⇒養浜位置や配分等の見直し
を行う。

※沿岸漂砂量、砂浜幅と併せて評価

※評価を踏まえた対応は、フォローアッ
プ会議や技術検討ワーキング部会で検討
することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等
に相談の上、海岸管理者が適切な対応を
とることとする。
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2014年 9月

測線No.29 

2014年11月

▽ H.H.W.L=T.P.+1.66m 

砕波水深 

hb=19m 
(H0'=15m 時) 

砕波水深以浅の海浜断面(断面積)により、 

波の打上げ高・越波量が規定される 
（断面積減少→越波量増、断面積増加→越波量減）

海浜断面積Ａ=3236m2(2014.11)＞許容越波に対する必要断面積Ａ0=2944m
2 

・・・許容越波量を満足する 

←堤防天端高

←養浜天端高

←汀線
養浜

※堤防天端高T.P.+12m区間（No.19-31）の必要断面積A0=2,944m2

堤防天端高T.P.+10m区間（No.15-17）の必要断面積A0=3,963m2



海浜・海底地形

モニタリング項目【海浜・海底地形】の評価モニタリング項目【海浜・海底地形】の評価

◆評価基準：汀線位置、断面積（1998年当時の汀線と断面積※を割り込まないこと）

※沿岸漂砂の連続性が保たれていた時期の汀線位置と断面積

◆評価方法：汀線・深浅測量結果を基に、サンドリサイクル養浜材の採取箇所（測線No.13～10）
の汀線、断面積が1998年当時の汀線、断面積※を割り込んでいないか確認する。

21

目的：養浜材採取箇所の埋め戻り状況の把握

4号消波堤

3号消波堤

H22年度

H25年度

H24年度

H23年度

H26年度

写真：2014(H26)年12月撮影

①

②

1998(H10)年3月汀線

三保飛行場

年度 数量（m3） 採取時期 採取箇所

平成22年度 20,000 H23.1.20～H23.2.28 No.11～No.14

平成23年度 30,000 H23.11.10～H24.3.6 No.12～No.12+90m

平成24年度 30,000 H24.10.17～H24.12.1 No.11～No.13

平成25年度 30,000 H26.2.3～H26.3.24 No.11+25m～No.12+75m

平成26年度
①17,800 H26.12.18～H27.2.24 No.11+50m付近～No.13付近

②14,700 H27.3.2～H27.4.10 No.10～No.11付近

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
○評価基準を満足する場合

⇒計画通り養浜材採取を継続
する。

×評価基準を満足しない場合
⇒養浜材採取箇所や採取方法
の見直しを検討する。

※養浜実施箇所(砂浜些少部)の状況、養浜
材採取箇所の埋め戻り状況を併せて評価

※評価を踏まえた対応は、フォローアッ
プ会議や技術検討ワーキング部会で検討
することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等
に相談の上、海岸管理者が適切な対応を
とることとする。



• 三保飛行場前面で海底への土砂の落ち込み・堆積が現在も進行している。
• 現養浜採取量3万m3/年の実施においては地形の回復が確認されているが、今後5

万m3/年に増量した場合、採取箇所を下手に移動しながら実施した場合においても
将来的には汀線の後退が予想される（海底への土砂の落ち込みはなおも進行）。

• 海底への土砂の落ち込みを未然に防ぐ（落ち込み量を減らす）、効率的な土砂の
採取方法を検討する必要がある。

課題

三保飛行場

海底への土砂の落ち
込み・堆積が進行

海底勾配
1/2

海底へ落ち込む
前に採取

上手から運ばれて
きた土砂

海底勾配1/2の一様勾配で海
浜断面が平行移動しつつ前進

採取方法の考え方

平成27年度第１回清水海岸侵食対策検討委員会資料
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今後の採取方法案①

①海底に落ち込む土砂を減らすため、汀線際の土砂の移動帯(+3m～汀線)から
陸上採取を繰り返す。

→高波浪、常時波浪による地形回復状況をモニタリ
ングしながら、地形回復の度に土砂を採取する。

→【採取→モニタリング→地形回復を確認→採取】
を繰り返す。

※高波浪、常時波浪による土砂の移動特性・埋め戻る波浪
条件を把握し、汀線際の土砂を効率的に採取する

+3m～汀線を繰り返し採取

―：有義波高 H1/3
―：有義波周期 T1/3■久能観測所波浪データ（2014年 毎正時） T2618号

欠測

欠測

高波浪
来襲 高波浪

来襲

高波浪
来襲

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
↓
採取

高波浪
来襲

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
↓
採取

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
↓
採取

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
↓
採取

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
↓
採取

平成27年度第１回清水海岸侵食対策検討委員会資料

【課題】サンドリサイクル養浜材採取について【課題】サンドリサイクル養浜材採取について

23



②海底に落ち込む直前の急勾配斜面上の堆積土砂(+3～-3m)を採取する。

今後の採取方法案②

→陸上＋海上施工による
＜予想される課題＞
• 陸上施工：掘削時に水がでると、施工効率が悪くなる。

大型掘削重機の適用性を要検討。
• 海上施工：海象条件・時期・頻度に制約、濁りによる

漁業への影響など。

+3～-3mを採取

← 平成26年度サンドリサイクルの様子
(平成26年度は標高＋1～＋3mから採取)

掘削が地下水位面下に及ぶもしくは潮位変化により、掘削面に水
が出ると施工効率が悪くなる

← 浜名湖沖合での海底浚渫事例

三保飛行場前面への適用性を検討
（施工性(時期・頻度),コスト,濁り,漁船等への影響など）

平成27年度第１回清水海岸侵食対策検討委員会資料
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•静穏時期が続くなど波浪の状況によっては採
取箇所が埋め戻らないことも想定される。沿
岸漂砂の連続性が保たれていた1998年当時の
汀線を割り込まないことを目安に採取するこ
とや採取箇所を下手にずらすなど、随時モニ
タリングしながら今後の採取増量（5万m3/
年）に向けた順応的な養浜実施を行う。

•採取箇所周辺の測量ピッチを50m程度に細かくし、養浜材採取箇
所の埋め戻り状況や採取箇所周辺の地形変化状況を確認し、養浜
材採取による悪影響がないかどうかをチェックする。

•採取範囲は№10～№12周辺にて、採取方法案①汀線際の土砂の移
動帯(+3m～汀線)から陸上採取する。

•地形回復状況をモニタリングしながら、地形回復の度に土砂を採
取する。

平成27年度

養浜材採取

モニタリング

1998年汀線を割り込
まない程度で採取

写真：2014(H26)年12月撮影

1998(H10)年3月汀線

平成27年度第１回清水海岸侵食対策検討委員会資料に加筆

【課題】サンドリサイクル養浜材採取について【課題】サンドリサイクル養浜材採取について
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モニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】の評価モニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】の評価
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高波浪時の越波・遡上状況

平成25年10月台風26号来襲時の状況

◆評価基準：越波の有無、波浪の遡上状況

◆評価方法：越波危険箇所（砂浜些少部）の定点写真を基に、高波浪来襲後の越波・遡上痕跡
を確認し、越波の有無や遡上位置（遡上高）を確認する。

目的：越波危険箇所（砂浜些少部）の越波の有無や遡上状況の把握

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
○評価基準を満足する場合
（越波しない場合、危険性が低い場合）

⇒計画通り対策を継続する。

×評価基準を満足しない場合
（越波する場合、危険性が高い場合）

⇒養浜位置や配分等の見直しを行う。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討
ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等に
より緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、
海岸管理者が適切な対応をとることとする。

定点写真撮影箇所



モニタリングに関する調査【汀線・深浅測量】モニタリングに関する調査【汀線・深浅測量】
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汀線・深浅測量

○調査方法：測線毎に砂浜幅と陸上部～水中部の海浜断面地形を測量する。

○調査箇所：消波堤区間（測線No.15～31）、消波堤区間下手（測線No.8～15）
・測線間隔100m（サンドリサイクルの養浜材採取箇所は測線間隔50m）
・岸沖方向距離600mの範囲

○調査時期：９月及び11月頃（台風来襲期前後）

○調査頻度：２回／１年



モニタリングに関する調査【定点写真撮影】モニタリングに関する調査【定点写真撮影】

28

定点写真撮影

○調査方法：設定した撮影点から高波浪来襲後の地形状況、波浪状況の写真を撮影する。

○調査箇所：砂浜些少部（既設Ｌ型突堤、消波堤及び新設Ｌ型突堤の下手）

○調査時期：不定期、高波浪来襲後

○調査頻度：３～４回／１年

既設Ｌ型突堤

清水海岸

三保飛行場

No.8

No.15

No.31
砂浜些少部

１号消波堤

新設Ｌ型突堤



モニタリング区分【景観】モニタリング区分【景観】
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景 観

モニタリングの目的を踏まえ、必要なモニタリング項目や調査方法、評価基準等を整理した。

項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

景

観

海岸構造
物の見え

海岸構造物の富士
山の眺望への影響
度合いの把握

定点写真撮影
主要視点場
（羽衣D,F,G,鎌
B）

春夏秋冬
（5月,8月,11
月,2月）

4回/1年
構造物面積の増加
の有無

海岸構造物の面積が写
真全体に占める割合を
算定し、Ｌ型突堤設置前
に比べて、構造物面積が
増加していないか確認す
る

年1回※

景観阻害
要素

新たな景観阻害要
素の発生状況の把
握

景観チェックリスト
によるチェック

主要視点場
（羽衣D,F,G,鎌
B）

春夏秋冬
（5月,8月,11
月,2月）

4回/1年
新たな景観阻害要
素の有無

景観チェックリストを用い
て現地の景観チェックを
実施し、新たな景観阻害
要素がないか把握する。

年1回※

印象変化
景観変化による海
岸利用者等の印象
変化の把握

現地アンケート調査
又は
室内心理実験

現地又は
室内

随時

技術検討
ワーキン
グ部会が
必要と認
めた時

心理量調査による
景観変化の評価結
果

対策実施前に比べて、景
観変化後の景観に対す
る評価が悪くなっていな
いか確認する。

調査実施
後随時※

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。



モニタリング項目【海岸構造物の見え】の評価モニタリング項目【海岸構造物の見え】の評価
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目的：海岸構造物の富士山の眺望への影響度合いの把握

◆評価基準：構造物面積の増加の有無

◆評価方法：定点撮影した写真の内、焦点距離（35mmフィルム換算値）が50㎜の写真を用いて、
海岸構造物（消波堤、新設Ｌ型突堤）の面積が写真全体に占める割合を算定し、Ｌ
型突堤設置前に比べて、構造物面積が増加していないか確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：構造物面積が増加した場合は、原因を解明し、養浜位置・配分の見直し
や覆土等の対策を検討する。

※景観阻害要素と併せて評価

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。

海岸構造物の見え

焦点距離50㎜

写真全体に占める構造物面積の
割合を数値で算出して比較



◆評価基準：新たな景観阻害要素の有無

◆評価方法：主要視点場（羽衣D,F,G,鎌B）から「景観チェックリスト」を用いて現地の景観
チェックを実施し、新たな景観阻害要素が発生していないか確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
新たな景観阻害要素があった場合は、
詳細を確認し、改善対策を検討する。

※海岸構造物の見えと併せて評価

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や
技術検討ワーキング部会で検討することを基本
とするが、台風等により緊急な対応が必要な場
合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適
切な対応をとることとする。

１．海岸構造物に関する事項

□海岸構造物が大きく変形していないか

□海岸構造物が流失していないか

□海岸構造物に大規模な漂着物等で見た目が大きく変化していないか

２．砂浜に関する事項

□砂浜幅が大きく減少していないか

□浜崖が発生し、危険な状況に見えないか

□養浜の形状が主要視点場から富士山への眺望を妨害していないか

□養浜の形状が富士山の眺望に対して違和感を与えていないか

３．視点場に関する事項

□主要視点場の物理的状況（視点高さ等）に変化はないか

□主要視点場からの眺望を遮る構造物、工作物はないか

□主要視点場に支障なくアクセスすることはできるか

４．周辺景観に関する事項

□主要視点場からの眺望（近景～中景）で、景観阻害要素が増えていないか

□遠景に派手な色彩要素、奇抜な形状要素が増えていないか

５．将来計画に関する事項

□上記１～４に関して、将来的な施設整備の予定等の情報はあるか

□地域住民や活動団体による施設整備の予定等の情報はあるか

モニタリング項目【景観阻害要素】の評価モニタリング項目【景観阻害要素】の評価
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目的：新たな景観阻害要素の発生状況の把握景観阻害要素

景観チェックリスト（案）



◆評価基準：心理量調査による景観変化の評価結果

◆評価方法：「現地アンケート調査」や「室内心理実験」の結果を基に、対策実施前に比べて、
景観変化後（Ｌ型突堤設置後や新たな景観阻害要素発生後）の景観に対する評価が
悪くなっていないか確認する。

◆評価頻度：調査実施後適時

◆評価を踏まえた対応：景観に対する評価が悪くなった場合は、原因を解明し、改善対策を検討
する。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本
とするが、台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適
切な対応をとることとする。

モニタリング項目【印象変化】の評価モニタリング項目【印象変化】の評価
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目的：景観変化による海岸利用者等の印象変化の把握印象変化

「景観」に関するモニタリングのフロー

・「景観チェックリストによるチェック」の結果、
海岸構造物以外の新たな景観阻害要素を確認

・「定点写真撮影」の結果、海岸構造物
の面積増加を確認

海岸構造物の見え 景観阻害要素

・「心理量調査（現地アンケート調査又は室内心理実験）」を実施し、
景観に対する評価が悪くなった場合は、改善対策を検討。

心象変化

心理量調査の必要性について、技術検討ワーキング部会で審議し、
心理量調査の実施が必要と判断した場合



モニタリングに関する調査【定点写真撮影】モニタリングに関する調査【定点写真撮影】
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定点写真撮影

視点名 緯 度 経 度

羽衣D 34°59′40.4″ 138°31′30.4″

羽衣F 34°59′44.6″ 138°31′33.1″

羽衣G 34°59′43.0″ 138°31′36.1″

鎌B 34°59′50.8″ 138°31′33.1″

○調査方法：主要視点場（羽衣D,F,G,鎌B）から富士山の方向を望み、富士山を中心とした写真
を撮影する。（※詳細な撮影方法は次頁）

○調査箇所：主要視点場（羽衣D,F,G,鎌B）

○調査時期：春夏秋冬（５月、８月、11月、２月）

○調査頻度：年４回

主要視点場（羽衣D，F，G） 主要視点場（鎌B）



焦点距離
（換算値）

撮影例（羽衣D）

27㎜

50㎜

125㎜

モニタリングに関する調査【定点写真撮影】モニタリングに関する調査【定点写真撮影】
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○撮影方法

・写真撮影に当たっては、デジタル一眼レフカメラ
を用いて、画像サイズ（横×縦）を2,048×1,536ピ
クセル以上とする。

・焦点距離（35mmフィルム換算値）で27㎜、50㎜、
125㎜の３種類記録する。

・撮影ポイントは、各地点に示す目印、又はGPSに
よる座標管理による行う。

・中央目標物は、以下の通りとする。

焦点距離27㎜、50㎜：富士山の頂点

焦点距離125㎜：構造物中心

・撮影は、順光状態、かつ干潮時間の前後２時間
以内の範囲で行う。

・撮影時のカメラの高さは、地面から約1.5mとする。

定点写真撮影



モニタリングに関する調査【心理量調査】モニタリングに関する調査【心理量調査】
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心理量調査

○調査方法：抽出した海岸利用者や地域住民等を対象に、対策実施前と景観変化後（Ｌ型突堤
設置後や新たな景観阻害要素発生後）の景観に関する 「現地アンケート調査」又
は「室内心理実験」を行う。

○調査箇所：現地（清水海岸三保地区）又は室内

○調査時期：随時

○調査頻度：技術検討ワーキング部会が必要と認めた時

現地アンケートの事例

区分 選択肢

実験方法
①現地アンケート調査

②室内心理実験 など

評価尺度
①ＳＤ法意味尺度（形容詞対）

②総合評価値 など

刺激材

①静止画

②動画

③実物（現地） など

※心理量の把握方法は、景観評価の対象により
異なるため、どの方法で実施するかは、技術
検討ワーキング部会において検討する。
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項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

施

設

Ｌ型突堤の
周辺地形

Ｌ型突堤（横堤）の
安定性の把握

マルチビーム測
量
汀線・深浅測量

測線No.24～
33（汀線部～
沖側400m）

Ｌ型突堤整備前、
Ｌ型突堤整備直
後、11月頃(台風
来襲期後)

1回/1年
杭周辺の洗掘深
さが2.0m以内

堤体周辺の標高から洗
掘の幅（岸沖方向）、深さ
を確認し、杭周辺の洗掘
深さが2m以内（背面に堆
砂がない場合の横堤の
設計条件）か確認する。

年1回※

Ｌ型突堤の
防護性能

Ｌ型突堤（縦堤）の
必要天端高の確保
状況の把握

ＧＰＳ測量
汀線・深浅測量

測線No.24～
33（護岸～汀
線部）

Ｌ型突堤整備前、
Ｌ型突堤整備直
後、11月頃(台風
来襲期後)

1回/1年
Ｌ型突堤（縦堤）
の必要天端高
T.P.+1.5mの確保

Ｌ型突堤（縦堤）が必要
天端高T.P.+1.5mを確保
しているか確認する。

年1回※

Ｌ型突堤（横堤）の
消波性能の把握

波浪観測
新設Ｌ型突堤
横堤の岸側
と沖側

Ｌ型突堤整備後

Ｌ型突堤整
備後の一定
期間（台風
来襲期を含
む）

堆砂前におけるＬ
型突堤（横堤）の
消波性能（透過率
Kt≦0.7）の確保

Ｌ型突堤（横堤）の岸側と
沖側の波浪観測を行い、
観測結果を基に透過率
Kt≦0.7を満足している
か確認する。

年1回※

Ｌ型突堤の
変状・劣化

Ｌ型突堤の各部材
の変状・劣化状況の
把握

パトロール

新設Ｌ型突堤
とその周辺

Ｌ型突堤整備後
不定期、高波浪
来襲後

3～4回/1
年

突堤に変状が確
認されないこと

Ｌ型突堤（縦堤・横堤）の
変状の有無を目視により
確認する。

年1回※

施設の健全度調
査（洗掘調査）

Ｌ型突堤整備後
（鋼管杭打設後
以降）

1回/5年
（パトロール
で異常が見
つかった場
合はその都
度）

各部材（鋼材、コ
ンクリート）の安全
性能の許容値を
満足していること

鋼材腐食、コンクリートの
ひび割れや変状の有無
（鋼管杭摩耗、コンクリー
トの摩耗等）を確認する。

1回/5年
※

施 設

モニタリングの目的を踏まえ、必要なモニタリング項目や調査方法、評価基準等を整理した。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。

本モニタリングメニューは、短期対策のうちの１号Ｌ型突堤の整備を対象としており、２号Ｌ型突堤の整備以降に
ついては、適宜、モニタリングメニューの見直しを行う。



モニタリング項目【Ｌ型突堤の周辺地形】の評価モニタリング項目【Ｌ型突堤の周辺地形】の評価
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目的：Ｌ型突堤（横堤）の安定性の把握

◆評価基準：杭周辺の洗掘深さが2.0m以内
※横堤の設計条件2.0m（背面に堆砂がない場合）以内であること

◆評価方法：マルチビーム測量結果等を基に、堤体周辺の標高から横堤鋼管杭の洗掘の幅（岸沖
方向）、深さを確認し、杭周辺の洗掘深さが2.0m以内か確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
洗掘深さが評価基準を満たさない場合は、原因を解明し、洗掘対策を検討する。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。

Ｌ型突堤の周辺地形

マルチビーム測量事例

 

鋼管杭周辺の洗掘模式図



モニタリング項目【Ｌ型突堤の防護性能】の評価モニタリング項目【Ｌ型突堤の防護性能】の評価

Ｌ型突堤の防護性能 目的：Ｌ型突堤（縦堤）の必要天端高の確保状況の把握

◆評価基準：Ｌ型突堤（縦堤）の天端高T.P.+1.5mの確保

◆評価方法：ＧＰＳ測量結果等を基に、Ｌ型突堤（縦堤）が防護性能を確保する上で必要な天端
高T.P.+1.5mを確保しているか確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
天端高が評価基準を満たさない場合は、原因を解明し、高さ復旧策を検討する。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。

38清水海岸２号消波堤周辺地形（断面地形、深浅測量）
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波高波向計

波高計
(堆砂前の時期)

（反射波の影響が少ない
沖側地点：横堤より150
～200m沖側）

目的：Ｌ型突堤（横堤）の消波機能の把握

◆評価基準：堆砂前におけるＬ型突堤（横堤）の消波性能（透過率Kt≦0.7）の確保

◆評価方法：Ｌ型突堤（横堤）の岸側と沖側の波浪観測を行い、観測結果を基に堆砂前のＬ型突
堤の横堤が透過率Kt≦0.7を満足しているか確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応：
１号Ｌ型突堤の横堤の消波性能の確認し、

観測及び評価の結果は２号Ｌ型突堤以降の
施設設計等に反映する。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術
検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員
等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとること
とする。

波高計の設置位置（参考案）

Ｌ型突堤の防護性能



モニタリング項目【Ｌ型突堤の変状・劣化】の評価モニタリング項目【Ｌ型突堤の変状・劣化】の評価
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Ｌ型突堤の変状・劣化 目的：Ｌ型突堤の各部材の変状・劣化状況の把握

◆評価基準：設計時に設定する施設安定性に関する各部材（鋼材、コンクリート）の許容値
（施設耐用年数50年）を満足していること

◆評価方法：鋼材、コンクリートの変状の有無、変状度（鋼管杭摩耗、コンクリートの摩耗、
コンクリートのひび割れ等）を確認する。

◆評価頻度：１回／５年

◆評価を踏まえた対応：
安全性能の許容値を満足しない場合は、原因を解明し、補修対策を検討する。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。
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鋼管杭摩耗調査結果（参考）
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モニタリングに関する調査【マルチビーム測量】モニタリングに関する調査【マルチビーム測量】
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マルチビーム測量

○調査方法：船舶に設置した測深機から音響ビームを扇状
に発射、受信しながら面的な測量を行う。
効率的に広範囲かつ高密度のデータを得るこ
とが可能。

○調査箇所：測線No.24～33（汀線部～沖側400m）
（※１号Ｌ型突堤整備位置の沖側周辺）

○調査時期：Ｌ型突堤整備前
Ｌ型突堤整備直後
11月頃（台風来襲期後）

○調査頻度：１回／１年

音響ビーム

マルチビーム測量
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マルチビーム測量

モニタリングに関する調査【ＧＰＳ測量】モニタリングに関する調査【ＧＰＳ測量】

ＧＰＳ測量

○調査方法：ＧＰＳ衛星から発信される電波を利用して位置（緯度、経度、標高）を計算し
測量を行う。

○調査箇所：測線No.24～33（護岸～汀線部）

（※１号Ｌ型突堤整備位置の岸側周辺）

○調査時期：Ｌ型突堤整備前
Ｌ型突堤整備直後
11月頃（台風来襲期後）

○調査頻度：１回／１年



モニタリングに関する調査【波浪観測】モニタリングに関する調査【波浪観測】
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波浪観測

波浪観測イメージ（事例）

○調査方法：新設Ｌ型突堤の横堤の岸側と沖側に波高計等を設置し、横堤の岸側と沖側の波高
と周期を観測する。沖側は波向も取得する。

○調査箇所：新設Ｌ型突堤（横堤）の沖側と岸側

○調査時期：Ｌ型突堤整備後

○調査頻度：Ｌ型突堤整備後の一定期間（台風来襲期を含む）



○調査方法：新設Ｌ型突堤の鋼管杭・コンクリートの健全度、洗掘状況等を調査する。

○調査箇所：新設Ｌ型突堤（横堤）の鋼管杭、函体コンクリート及び周辺地形

○調査時期：Ｌ型突堤整備後（鋼管杭打設後以降）

○調査頻度：初回、１回／５年（パトロールで異常が見つかった場合はその都度）

44

施設の健全度調査

鋼管杭肉厚測定（事例） コンクリート摩耗調査（事例） コンクリートひび割れ調査（事例）

【取得データ】：健全度に関するデータ（鋼管杭肉厚・防食データ、コンクリート変状計測値、潜水写真等）
鋼管杭周りの洗掘深データ

モニタリングに関する調査【施設の健全度調査】モニタリングに関する調査【施設の健全度調査】
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項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

利
用
・環
境

海岸利用
海岸利用への影響
の把握

海岸利用者へ
のアンケート
調査

清水海岸三
保地区

関係機関と調
整して設定
（富士山の視
認性が高く、
観光客利用等
が多い時期
等）

Ｌ型突堤
整備直後、
以降1回
/5年

海岸利用に悪影
響を及ぼしてい
ないこと

対策の実施が海岸利用に悪
影響を及ぼしていないか確
認する。

調査実施後
適時※

漁業
漁業への影響の把
握

関係機関への
聞き取り調査

清水漁業協
同組合等（調
査対象）

関係機関と調
整して設定

1回/1年
漁業に悪影響を
及ぼしていない
こと

三保沖の漁礁周辺のモニタ
リング結果等を踏まえた関係
機関への聞き取り調査結果
を基に、対策の実施が漁業
に悪影響を及ぼしていない
か確認する。

年１回※

生物環境
生物の生息・生育
環境への影響の把
握

生物調査
清水海岸三
保地区

調査内容に応
じて設定

Ｌ型突堤
整備前、
以降1回
/5年

生物の生息・生
育環境に悪影響
を及ぼしていな
いこと

対策の実施が生物の生息・
生育環境に悪影響を及ぼし
ていないかを確認する。

1回/5年※

利用・環境

モニタリングの目的を踏まえ、必要なモニタリング項目や調査方法、評価基準等を整理した。

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。



モニタリング項目【海岸利用】【漁業】【生物環境】の評価モニタリング項目【海岸利用】【漁業】【生物環境】の評価
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◆評価基準：海岸利用に悪影響を及ぼしていないこと

◆評価方法：海岸利用者（観光客、地域住民等）へのアンケート調査結果を基に、対策の実施が海岸利用に悪影
響を及ぼしていないか確認する。

◆評価頻度：調査実施後適時

◆評価を踏まえた対応※：海岸利用に悪影響を及ぼしている場合には、改善策等について検討する。

海岸利用 目的：海岸利用への影響の把握

◆評価基準：漁業に悪影響を及ぼしていないこと

◆評価方法：三保沖の漁礁周辺のモニタリング結果等を踏まえた関係機関（清水漁業協同組合等）への聞き取り
調査結果を基に、対策の実施が漁業に悪影響を及ぼしていないか確認する。

◆評価頻度：年１回

◆評価を踏まえた対応※ ：漁業に悪影響を及ぼしている場合には、改善策等について検討する。

漁 業 目的：漁業への影響の把握

◆評価基準：生物の生息・生育環境に悪影響を及ぼしていないこと

◆評価方法：生物調査の結果を基に、対策の実施が生物の生息・生育環境に悪影響を及ぼしていないか確認する。
（ウミガメの上陸数・産卵数等）

◆評価頻度：１回／５年

◆評価を踏まえた対応※ ：生物の生息・生育環境に悪影響を及ぼしている場合には、改善策等について検討する。

生物環境 目的：生物の生息・生育環境への影響の把握

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、
台風等により緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。
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モニタリングに関する調査【海岸利用者へのアンケート調査】モニタリングに関する調査【海岸利用者へのアンケート調査】

海岸利用者へのアンケート調査

平成26年2月開催 三保松原の景観改善を考えるシンポジウムでのアンケート 47

○調査方法：海岸利用者（観光客、地域住民等）を
対象にアンケート調査を行う。

○調査箇所：清水海岸三保地区
（羽衣の松前面、鎌ヶ崎等）

○調査時期：関係機関と調整して設定
（富士山の視認性が高く、観光客利用等が多い時期等）

○調査頻度：Ｌ型突堤整備直後、以降１回／５年



モニタリングに関する調査【関係機関への聞き取り調査】モニタリングに関する調査【関係機関への聞き取り調査】

関係機関への聞き取り調査

L型突堤沖合いに平成18,19,22年度に設置された漁礁周辺について、養浜砂による漁場への影響等
（洗掘、埋没、魚類の蝟集状況）を把握することを目的に平成19年度からモニタリングを実施

三保沖の漁礁周辺のモニタリング

漁礁設置位置
(T.P.-30m)

Ｌ
型
突
堤

１
号２

号３
号

消波堤区間

設置された漁礁周辺は、洗掘や埋没の
他、著しい養浜砂の影響等は確認され
ず、集魚が確認された

北
西

東
南

南西角H26

コンクリート組立礁
(H22-1)
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○調査方法：関係機関（清水漁業協同組合等）に対し、三保沖の漁礁周辺のモニタリング結果を
提示して、対策の実施が漁業に悪影響を及ぼしていないか聞き取り調査を行う。

○調査箇所：清水漁業協同組合等（調査対象）

○調査時期：調査対象の関係機関と調整して設定

○調査頻度：１回／１年



モニタリングに関する調査【生物調査】モニタリングに関する調査【生物調査】
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生物調査

○調査方法：生物調査
【陸域】植物、ウミガメ、鳥類、昆虫類
【海域】水中状況、水質、底生生物、プランクトン、魚介類、稚仔

※平成20年度の調査項目：植物、ウミガメ、鳥類、昆虫類、底生生物

○調査箇所：清水海岸三保地区

○調査時期：調査内容に応じて設定

○調査頻度：１回／５年



モニタリング区分【長期目標実現】モニタリング区分【長期目標実現】
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項目 目的 調査方法 調査箇所 調査時期 調査頻度 評価基準 評価方法 評価頻度

長
期
目
標
実
現

【再掲】
沿岸漂砂量

清水海岸三保地区全域の
沿岸漂砂量の把握

汀線・深浅
測量

清水海岸全
体

9月及び11
月頃
（台風来襲
期前後）

2回/1年
沿岸漂砂量の
維持

土砂変化量を算定し、沿岸漂砂
量を５年間程度のスパンで推計
し、評価する。
• 既設Ｌ型突堤から下手の沿岸
漂砂量4.5万m3/年を維持して
いるか確認する。

• サンドリサイクル養浜材採取
箇所や新設Ｌ型突堤の周辺は、
沿岸漂砂量の状況を確認する。

年1回※

砂浜の自然
回復状況

砂浜の自然回復状況（サ
ンドボディの進行状況等）
の把握

空中写真
撮影（垂
直、斜め） 静岡海岸～

清水海岸全
体

毎年12月
～１月頃

1回/1年

サンドボディが
進行しているか

サンドボディの進行状況から砂
浜の自然回復が順調に進んで
いるか確認する。

年1回※

汀線・深
浅測量

9月及び11
月頃
（台風来襲
期前後）

2回/1年

予測計算結
果との整合

海浜変形シミュレーション
による長期変動予測計算
の結果との整合の把握

汀線・深浅
測量

測線No.8～
33

9月及び11
月頃
（台風来襲
期前後）

2回/1年
海浜変形シミュ
レーション予測
結果との整合

海浜変形シミュレーションによ
る長期変動予測計算結果と、実
際の汀線位置、水深変化量等
を比較し、その整合を確認する。

年1回※

安倍川から
の土砂供給

安倍川から海岸領域への
土砂供給状況の把握

国との連
携・情報
共有

安倍川流砂
系全体

国の会議
開催時期

1回/1年
総合土砂管理
計画における評
価

国の「安倍川総合土砂管理計
画フォローアップ委員会・作業
部会」におけるモニタリング結
果・評価の内容等を確認する。

年1回※

海象条件

沿岸漂砂量や砂浜回復
状況への影響、予測計算
時の検討条件との差異の
把握

波浪観測 久能観測所
通年（10分
毎、毎正
時）

通年（10
分毎、毎
正時）

既往観測データ
との差異

沿岸漂砂量や砂浜の自然回復
状況への影響、予測計算時の
検討条件との差異を確認する。

年1回※

モニタリングの目的を踏まえ、必要なモニタリング項目や調査方法、評価基準等を整理した。

長期目標実現長期目標実現

※評価を踏まえた対応は、フォローアップ会議や技術検討ワーキング部会で検討することを基本とするが、台風等により
緊急な対応が必要な場合は、学識委員等に相談の上、海岸管理者が適切な対応をとることとする。



◆評価基準：沿岸漂砂量の維持

◆評価方法：汀線・深浅測量結果から土砂変化量を算定し、沿岸漂砂量を推計する。

・既設Ｌ型突堤から下手側への沿岸漂砂量が4.5万m3/年（予測計算時の検討条件）を維持しているか確認する。

・サンドリサイクル養浜材採取箇所周辺や新設Ｌ型突堤周辺については、測量調査実施毎に沿岸漂砂量の維持
状況・変化状況を確認する。

◆評価頻度：１回／１年

モニタリング項目【沿岸漂砂量】の評価モニタリング項目【沿岸漂砂量】の評価

目的：清水海岸三保地区全域の沿岸漂砂量の把握沿岸漂砂量

ﾘｻｲｸﾙ養浜材採取
(2007年度～)

○1998-2006年と2006-2013年の比較
・L字突堤での通過漂砂量が約3.5万m3/年増加

○2006-2013年について
・消波堤2,3号間は漂砂量が安定
・4号下手に向かって漂砂量が増加
・砂嘴先端部では土砂の落ち込みが続いている

養浜3～5万
(1998年度～)

単位：m3/年

養浜3万
(2008年度～)

■サンドリサイクル
開始前後の年間沿岸
漂砂量の推定

羽
衣
の
松

1998-2006
(L字突堤上手の堆
積が進行→下手へ
の供給なし)
2006-2013
(L字突堤上手で飽
和→下手への供給
量が増加＋養浜量
も増加）

0 1 2km

4号下手に向かって
漂砂量増加

【推定方法】
真崎を通過する沿岸漂砂量はほぼ0と仮定し、
深浅測量データから南向きに地形変化量の累
積値を求めることによって推定

-7万

約3.5万m3/年増加

漂砂量安定
漂砂量が減少
(海底谷への土
砂の落ち込み)

-6.5万

※平成25年度第１回検討委員会資料※平成25年度第１回検討委員会資料

◆評価を踏まえた対応：

沿岸漂砂量が不足してい
る場合は、防護目標（砂
浜幅、海浜・海底地形
等）の達成状況の確認と
併せて、沿岸漂砂量の回
復に向けた改善策や養浜
計画の見直し等について
検討する。
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モニタリング項目【砂浜の自然回復状況】の評価モニタリング項目【砂浜の自然回復状況】の評価

砂浜の自然回復状況 目的：砂浜の自然回復状況（サンドボディの進行状況等）の把握

2004(H16)年1月

2006(H18)年2月

2012(H24)年1月

△：サンドボディの先端位置(護岸～離岸堤間の半分まで砂浜が回復した位置)

9号

9号
4号

4号3号

滝
ヶ
原
川

静岡海岸清水海岸

進行

進行
H23養浜 1.3万 H23養浜 0.7万

H16養浜 2.1万

H17養浜 0.7万

蛇塚増

(養浜単位：m3)

2014(H26)年12月

3号

H26養浜0.9万

◆評価基準：サンドボディが進行しているか

◆評価方法：空中写真撮影（垂直、斜め）や汀線・深浅測量の結果を基に、サンドボディの進行
状況から砂浜の自然回復が順調に進んでいるか確認する。

◆評価頻度：１回／１年

◆評価を踏まえた対応：サンドボディの進行予測結果と比べ進行が遅い場合は、サンドボディ促
進養浜の実施計画の見直し等について検討する。
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◆評価基準：海浜変形シミュレーション予測結果との整合
◆評価方法：海浜変形シミュレーションによる長期変動予測計算の結果と、実際の汀線位置や水深変化量等を比較し、

その整合を確認する。
◆評価頻度：１回／１年
◆評価を踏まえた対応：整合状況を踏まえたシミュレーション精度

の向上や計画の見直し等について検討する。

堤防

無堤
T.P.+10m以上

Ｌ型突堤

1号消波堤
2号消波堤3号消波堤

現計画
2基案

堤防

無堤
T.P.+10m以上

Ｌ型突堤

14.0km
14.5km

15.0km

14.0km
14.5km

15.0km

2013(H25)年1月1日撮影
(潮位T.P.-0.14m)

1号消波堤
2号消波堤3号消波堤

モニタリング項目【予測計算結果との整合】の評価モニタリング項目【予測計算結果との整合】の評価
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20年後

５年後

海浜変形シミュレーション検討結果(長期変動の検証)汀線位置

予測計算結果との整合 目的：海浜変形シミュレーションによる長期変動予測計算の結果との整合の把握

2013(H25)年1月1日撮影
(潮位T.P.-0.14m)
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海浜変形シミュレーション検討結果

（長期変動の検証）水深変化量

モニタリング項目【予測計算結果との整合】の評価モニタリング項目【予測計算結果との整合】の評価

予測計算結果との整合

Ｌ型突堤２基整備

+14.7万m3 +36.6万m3

1万 1万 1.5万1.5万 1万 1万 1.5万1.5万

5年後 20年後

◆評価基準：海浜変形シミュレーション予測結果との整合

◆評価方法：海浜変形シミュレーションによる長期変動予測計算の結果と、実際の汀線位置や水深変化量等を
比較し、その整合を確認する。

◆評価頻度：１回／１年

◆評価を踏まえた対応：整合状況を踏まえたシミュレーション精度の向上や計画の見直し等について検討する。

目的：海浜変形シミュレーションによる長期変動予測計算の結果との整合の把握
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モニタリング項目【安倍川からの土砂供給】の評価モニタリング項目【安倍川からの土砂供給】の評価

安倍川からの土砂供給 目的：安倍川から海岸領域への土砂供給状況の把握

「安倍川総合土砂管理計画」（P42）より

「安倍川総合土砂管理計画」（P51）より

総合土砂管理計画のロードマップ（案）

◆評価基準：総合土砂管理計画における評価

◆評価方法：国が「安倍川総合土砂管理計画」に基づき流砂系全体の土砂管理を行うために開催する「安倍川
総合土砂管理計画フォローアップ委員会・作業部会」におけるモニタリング結果・評価の内容等
を確認する。

◆評価頻度：１回／１年（作業部会の開催結果を踏まえて実施）

◆評価を踏まえた対応：国と連携し、より最適となる総合的な土砂管理を目指し、順応的な管理を推進する。
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○調査方法：空中から垂直もしくは斜め向きに海岸線の写真を撮影

○調査箇所：静岡海岸～清水海岸全体

○調査時期：毎年12月～１月頃

○調査頻度：１回／１年

モニタリングに関する調査【空中写真撮影】モニタリングに関する調査【空中写真撮影】

空中写真撮影（垂直、斜め）

静岡海岸

清水
海岸

2013(H25)年12月

3号

サンドボディ
促進養浜

静岡海岸

清水
海岸

2014(H26)年12月

満砂域が清水寄りに進行

サンドボディ先端
位置の進行はなし

サンドボディ
促進養浜

8号
8号

7号 7号

9号9号

久能郵便局 久能郵便局

空中写真撮影（斜め）
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順位 気象要因 有義波高(m) 有義波周期(s) 波向 最大値観測時刻
1位 2011年台風15号 10.11 12.4 欠測 2011/ 9/21　15時30分
2位 2014年台風18号 9.31 15.1 S 2014/10/ 6　 9時30分
3位 2013年台風26号 9.28 16.7 S 2013/10/16　 7時
4位 2012年台風17号 8.40 13.7 S 2012/ 9/30　22時
5位 2002年台風21号 8.37 16.4 SSE 2002/10/ 1　20時
6位 2009年台風18号 8.13 13.7 S 2009/10/ 8　 7時
7位 2013年台風18号 7.97 13.1 S 2013/ 9/16　 9時
8位 2012年台風4号 7.67 13.5 S 2012/ 6/19　24時
9位 2005年台風11号 7.14 14.7 SSE 2005/ 8/25　20時
10位 2004年爆弾低気圧 6.53 10.3 S 2004/12/ 5　 6時

通年観測が実施されており、10分毎データ、毎正時データを抽出してモニタリングに活用

観測位置

◇高波浪来襲状況の把握
久能観測所の波高上位10波
(2000(H12)年～2014(H26)年)

◇波浪来襲状況の変化
2014(H26)年の波高、周期の
時系列図

モニタリングに関する調査【波浪観測】モニタリングに関する調査【波浪観測】

○調査方法：波浪観測

○調査箇所：久能観測所（2000年観測開始）

沖合距離：4,485m 設置水深30m

○調査時期：通年（10分毎、毎正時）

○調査頻度：通年（10分毎、毎正時）

波浪観測



Ｌ型突堤

1号消波堤
2号消波堤3号消波堤

4号消波堤

3号

2号

1号

3号 2号

滝
ヶ
原
川

蛇塚

駒越折戸

三保

増

三保飛行場

5号

4号

4号

写真：2014(H26)年12月撮影

測線100mピッチ

測線50mピッチ

ＧＰＳ測量

マルチビーム測量

モニタリング計画に盛り込む各種調査モニタリング計画に盛り込む各種調査
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目的：海浜・海底地形の変化の把握
時期：年２回、９月及び11月頃（台風来襲期前後）
内容：測線間隔100m（サンドリサイクルの養浜材採取箇所は

測線間隔50m）、岸沖方向距離600mの範囲

①汀線・深浅測量

目的：１年毎の汀線位置や砂浜の自然回復状況等の把握
時期：年１回、毎年12月～１月頃

②空中写真撮影（垂直、斜め）

目的：高波浪前後の地形変化や景観の変化の把握
時期：年３～４回程度、高波浪来襲後
内容：各測線及び主要視点場（羽衣D,F,Gと鎌B）で写真を撮影

③定点写真撮影

目的：Ｌ型突堤本体及び周辺地形変化の把握
時期：年１回、Ｌ型突堤整備前後、台風来襲期後
内容：既設Ｌ型突堤～２号消波堤区間の岸沖方向距離

600mの範囲（水中部…マルチビーム測量、陸上部
…ＧＰＳ測量）

⑤マルチビーム測量、ＧＰＳ測量

目的：Ｌ型突堤本体の状況の把握
時期：年１回、Ｌ型突堤整備後（鋼管杭打設後）
内容：鋼管杭・コンクリートの健全度調査、洗掘調査等

⑥施設の健全度調査

目的：海岸利用や漁業、生物環境への影響の把握
時期：調査により異なる
内容：アンケート調査、関係機関への聞き取り調査、

生物調査

⑦利用・環境に関する調査

※赤字は追加する調査

目的：海象状況の把握
時期：通年（10分毎ﾃﾞｰﾀ,毎正時ﾃﾞｰﾀ）
内容：波高、周期、波向

④波浪観測（久能観測所）

1号



・清水海岸三保地区における海岸保全と景観改善の両立のため
の対策について、対策の推進と順応的な見直しを図るため、以下
の項目について検討し、段階に応じた的確なフォローアップを実施

（１）Ｌ型突堤の設計・施工段階における技術的な課題

（２）モニタリング計画 （３）モニタリング結果の評価

（４）養浜の実施方法 （５）対策の順応的な見直し

＜開催頻度：年１～２回＞

・フォローアップ会議の学識委員で構成

・フォローアップ会議の検討項目（モニタリング結果の評価、
対策の順応的な見直し等）に関する技術的な検討を実施

＜開催頻度：検討課題に応じて適宜＞

モニタリング計画の推進体制モニタリング計画の推進体制
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モニタリング計画に基づく対策の評価や順応的な見直しは以下の枠組みにより推進していく。

・清水海岸における侵食対策について、モニタリング結果を踏まえ
た対策の効果検証や新たな課題の抽出を行うとともに、今後の侵
食対策について総合的に検討し、計画の順応的な見直しを実施

＜開催頻度：年１～２回＞

清水海岸侵食対策検討委員会三保松原景観改善技術フォローアップ会議
連携

情報共有

氏 名 所 属 ・ 役 職 分 野

○ 佐藤 愼司 東京大学工学系研究科社会基盤学専攻教授
座長
学識（海岸）

○ 宇多 高明 日本大学客員教授 学識（海岸）

○ 岡田 智秀 日本大学理工学部教授 学識（景観）

○ 篠原 修 東京大学名誉教授 学識（景観）

勢田 昌功 国土交通省中部地方整備局河川部長 行政（国）

平澤 毅 文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 行政（国）

山本 克也 静岡市副市長 行政（市）

○：技術検討ワーキング部会委員

委員名簿

氏 名 所 属 ・ 役 職 分 野

杉本 隆成 東京大学名誉教授
委員長
学識（海岸）

宇多 高明 日本大学客員教授
委員長代理
学識（海岸）

山本 吉道 東海大学大学院総合理工学研究科教授 学識（海岸）

諏訪 義雄
国土交通省国土技術政策総合研究所
河川研究部海岸研究室長

学識（海岸）

櫻田 芳宏 三保地区連合自治会長 地域住民

瀬井 功 折戸地区連合自治会長 地域住民

大石 修司 駒越地区連合自治会長 地域住民

遠藤日出夫 清水海岸侵食災害防止対策促進期成同盟会会長 関係団体

宮城島昌典 清水漁業協同組合代表理事組合長 関係団体

菊池 健史 NPO法人海辺を考えるしおさい21理事兼事務局長 関係団体

宮城島史人 NPO法人三保の松原・羽衣村理事長 関係団体

犬飼 一博 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所長 行政（国）

杉保 聡正 静岡県交通基盤部河川砂防局長 行政（県）

市川 良輔 静岡県交通基盤部静岡土木事務所長 行政（県）

伊東 正高 静岡市建設局次長兼土木部長 行政（市）

技術検討ワーキング部会

委員名簿



連携

情報共有

年1-2回開催

・専門家、関係機関、地元代表者による総合的な検討・助言
・情報公開、地域住民（傍聴者）の意見把握

■清水海岸（三保地区）における景観改善ＰＤＣＡサイクル

実施工程（ＰＤＣＡサイクル）実施工程（ＰＤＣＡサイクル）
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○基本理念：「背後地の防護」と「芸術の源泉にふさわしい景観」の両立
○目指す海岸の姿：構造物に頼らずに砂浜が維持される海岸
○対策：短期対策、中期対策、長期対策

○Ｌ型突堤の整備（短期２基、中期２基）
○養浜（サンドリサイクル養浜5万m3/年）
○消波堤の撤去

○対策効果の評価
○課題の抽出
○対策の順応的な見直しの検討

○モニタリング計画に基づくモニタリング実施
○対策の効果・影響を把握

【モニタリング計画】
・「防護」、「景観」、「施設」、「利用・環境」、「長期目標実現」の５つの区分
・モニタリング項目毎に評価基準を設定
・汀線・深浅測量、定点写真撮影、波浪観測等の必要な調査を実施

安倍川総合土砂管理計画フォローアップ委員会

連携 情報共有リアルタイムの意見情報公開

毎 年1-2回開催

・専門家、関係機関による総合的な検討・助言
・対策効果の検証、対策の順応的な見直しの検討、対策の技術的検討

ＰＤＣＡサイクルに基づき、モニタリング結果を踏まえた対策の順応的な見直しを適宜実施し、
関係機関が連携して対策を推進し、「目指す海岸の姿」の実現を目指していく。

計画（PLAN）

清水海岸侵食対策検討委員会

実行（DO）

確認（CHECK）

改善（ACTION）

三保松原景観改善技術フォローアップ会議

助言 提案・報告 報告

広報誌「波音」定期発行、清水海岸ポータルサイトによる情報提供



調査 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37～ 備考

防護

汀線・深浅測量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2回/1年

定点写真撮影
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3～4回/1年

※パトロール時等に実施

景観
定点写真撮影、景観チェック ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ４回/1年

心理量調査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＷＧが必要と認めた時

施設

マルチビーム測量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1回/1年

ＧＰＳ測量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1回/1年

波浪観測（横堤沖側・岸側） ● ● ● Ｌ型突堤整備後一定期間

施設の健全度調査
● ● ●

初回、1回/5年、異常発見時

利用
・

環境

海岸利用者へのアンケート調査 ● ● ● Ｌ型突堤整備後

関係者への聞き取り調査 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1回/1年

生物調査 ● ● ● ● ● Ｌ型突堤整備前後、以降1回/5年

長期
目標
実現

波浪観測（久能観測所） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 通年

空中写真撮影（垂直、斜め） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1回/1年

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37～ 備考

Ｌ型突堤の整備 短期２基、中期２基

養浜の実施（5万m3/年）

モニタリング

対策の効果検証、影響の確認

清水海岸侵食対策検討委員会 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1～2回/1年

三保松原景観改善技術フォローアップ会議 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1～2回/1年

対策の順応的な見直し 必要に応じて適宜

実施工程（ロードマップ）実施工程（ロードマップ）
三保松原における防護と景観改善の両立に向けたロードマップ（案）

モニタリングのスケジュール（案） ●：実施予定のモニタリング

高波浪来襲後等のパトロール時に変状の有無を確認

高波浪来襲後等のパトロール時等に撮影
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（２）保全状況報告書への記載内容
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保全状況報告書の構成

保全状況報告書は、全体構想である「世界文化遺産富士山ヴィジョン」や「各種戦
略」の内容を反映した「富士山包括的保存管理計画」を中心に構成される。
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保全状況報告書保全状況報告書

富士山の世界遺産一覧表の記載審議に係る決議の概要

（わが国への要請事項）

２０１６年の第４０回世界遺産委員会において審査できるように、２０１６年２月１日までに世界遺産
センターに保全状況報告書を提出すること。報告書には、文化的景観の手法を反映した資産の総合
的な構想（ヴィジョン）、来訪者戦略、登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理戦略の策定に関
する進展状況を含めるとともに、管理計画の全体的な改定の進展状況を含めること。

◎本冊

◎分冊１ 資産の保護の根拠となる法律との緊密な関係の下に定められた個別計画の概要

◎分冊２ 資産の周辺環境の保全の根拠となる法令・制度等の許可等の基準の概要

◎分冊３ イコモス評価書及び世界遺産委員会決議文

◎分冊４ 世界文化遺産富士山ヴィジョン及び各種戦略世界文化遺産富士山ヴィジョン及び各種戦略

第１章 包括的保存管理計画策定の目的・経緯、計画の構成・構造等 第６章 周辺環境との一体的な保全

第２章 顕著な普遍的価値の言明及び構成資産 第７章 整備・公開・活用の促進

第３章 資産及びその周辺環境の現状・課題 第８章 体制の整備・運営

第４章 基本方針 第９章 行動計画の策定・実施

第５章 顕著な普遍的価値の保存管理 第10章 資産への影響及び施策の評価

富士山包括的保存管理計画富士山包括的保存管理計画

反
映



年度 平成２７年度（2015年度）

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

保
全
状
況
報
告
書

事務局

世界遺産
協議会

海
岸
景
観
の
改
善

事務局

フォロー
アップ
会議

ヴィジョン・各種戦略のブラッシュアップ
富士山包括的保存管理計画の改定

英訳

第5回学術委員会

第9回作業部会

保全状況報告書採択

第1回ワーキング 第2回ワーキング

5/26

モニタリング計画を概ね決定

モニタリング計画の検討

保全状況報告書の提出スケジュール

保全状況報告書保全状況報告書 提
出
（1
月
末
）

提
出
（1
月
末
）

第6回学術委員会

第10回作業部会

第7回世界遺産協議会

第1回フォローアップ会議

6/11

5/21 8/11

8/28

保全状況報告書は、今年10月に開催する「第７回富士山世界文化遺産協議会」で
採択され、英訳した後、来年１月末までにユネスコ世界遺産センターへ提出する。
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富士山包括的保存管理計画の修正の方向性

イコモスや学術委員会からの意見を踏まえ、「富士山包括的保存管理計画」の改定
作業など、「保全状況報告書」策定に向けた取組を進めている。
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イコモスからのコメント（H27.1.30）抜粋

①施策及び調査研究等に関するタイムラインを明示すること。

②既に達成したこと、中期的（３年以内）に達成可能なこと、長期的に取組む必要があることを示したアクションプラ
ン（行動計画）を示すことができるとよい。

③誰（どの組織）が主導するのか、資産全体のガバナンス構造や管理計画と関連づけつつ様々な施策がどのよう
に承認され実施されるのかについて説明するとよい。

第５回富士山世界文化遺産学術委員会（H27.5.26）等における主な意見

①イコモスには富士山の現状が十分に伝わっていない（理解していない）のではないか。

②行動計画の工程表について、イコモスからのコメント「施策及び調査研究等に関するタイムラインを明示すること」
に対し、いつまでに成果を出すのか等、さらに詳細に示すべき。

修正の方向性

【第９章 行動計画】

①Before－Afterの写真で、対ユネスコ（海外）に積極的なアピールを。
なお、Beforeの写真がない場合は現状（改善後）の写真のみでも可。改善が図られている旨を積極的
にアピールする。

②写真のほか、数値等を示し、取組の状況（改善の状況）をアピールする。

③継続事業であっても、矢印１本で表現するのではなく、段階を経て事業を推進していることが分かる
よう工夫するとともに、いつまでに成果を出すのか等詳細に示していく。



富士山包括的保存管理計画への記載内容（案）

○ 実施主体 静岡県

静岡県は、海岸保全と景観の保護が両立する海岸を実現するため、2013（平成

25）年度に学識経験者や行政代表者で構成する「三保松原白砂青松保全技術会議」

を設立し、長期的には施設に頼らずに砂浜が維持される海岸を目指す方針を定める

とともに、海浜変形シミュレーションや模型等による将来予測に基づく多角的な検

証を踏まえ、既存の４基の消波堤のＬ型突堤への置き換えと養浜により砂浜を保全

する対策を2014（平成26）年度に決定した。

短期対策として、４基の消波堤のうち羽衣の松に近い２基のＬ型突堤への置き換

えに2015（平成27）年度から着手し、養浜と併せて実施することで早期の景観改善

と砂浜の回復を図る。残りの２基の消波堤は中期対策に位置付け、Ｌ型突堤への置

き換えを基本としつつ、短期対策の効果の検証を踏まえて計画の見直しを行う。
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第９章 行動計画の策定・実施

ア）海岸景観の改善

○実施主体

○概 要



富士山包括的保存管理計画への記載内容（案）

また、対策の実施に伴い発生する課題解決の場として、2015（平成27）年度に学

識経験者や行政代表者で構成する「三保松原景観改善技術フォローアップ会議」を

設置し、モニタリング計画に基づく対策の効果・影響の検証と順応的な計画の見直

しを行うとともに、学識経験者や地元関係者で構成する「清水海岸侵食対策検討委

員会」を並行して開催し、清水海岸全体での侵食対策の効果の検証と対策の見直し

を実施していく。

対策の実施に当たっては、モニタリングを適切に行い、モニタリング計画に定め

た防護、景観、施設、利用・環境、長期目標実現の５つの観点における、砂浜幅、

海浜・海底地形、海岸構造物の見え、沿岸漂砂量等のモニタリング項目の評価結果

を踏まえ、毎年度、定期的に対策の効果・影響の検証を行い、順応的な計画の見直

しにより対策の推進を図っていく。
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＜清水海岸（三保地区）の景観改善イメージ＞

＜現在＞ ＜Ｌ型突堤施工後20年＞



富士山包括的保存管理計画への記載内容（案）
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○工 程

年度 短期 中期 長期

区分
2013

（H25）
2014

（H26）
2015

（H27）
2016

（H28）
2017

（H29）
2018（H30）以降

景観改善対策の検討
●

対策の検討

三保松原白砂青松保全
技術会議

清水海岸侵食対策検討
委員会

景観改善対策の実施

Ｌ型突堤の整備

養浜

モニタリング

三保松原景観改善技術
フォローアップ会議

清水海岸侵食対策検討
委員会

将来予測計算や模型等による検討

モニタリング計画の策定 モニタリング結果の検証、順応的な計画見直し

侵食対策の検討、モニタリング結果の検証

砂浜が自然回復するまで継続実施（年５万m3を基本）

１・２号消波堤の置き換え ３・４号消波堤の置き換え

各種測量、写真撮影、施設の健全度調査等

有識者等による検討

有識者や地元代表者等による検討

対策決定



（３）その他報告事項

①台風11号来襲後の海浜状況
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有
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（
ｓ
）

有
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高

（
ｍ

）

H27.7.12 H27.7.13 H27.7.1 H27.7.15 H27.7.16 H27.7.17 H27.7.18 H27.7.19 H27.7.20

有義波高3ｍ以上：50時間

静岡海岸（久能観測所）波高データ
平成27年台風11号

台風11号の経路と波浪の状況

70

平成27年台風11号の経路図（気象庁資料）○平成27年台風11号は、7月4日に太平洋上で発生後、西側に進
路を取り、12日以降北上し、16日23時頃に高知県室戸市付近に
上陸し、四国を縦断後、瀬戸内海に出て、17日6時過ぎに岡山県
倉敷市付近に再上陸し、日本海に達して熱帯低気圧となった。

○静岡海岸沖合に設置した久能観測所では、最大有義波高5.93m、
最大有義波周期は14.5sを観測したが、平成25年台風26号、平
成26年台風18号ほど波高は上がらなかった。

○ただし、有義波高3.0m以上の継続時間が50時間と長く、周期も
長時間にわたり12.0s以上を観測した。

平成27年台風11号による有義波データ（久能観測所）

＜参考＞
平成25年台風26号 最大有義波高：9.28m、同周期：16.8s、有義波3m以上継続時間：19時間
平成26年台風18号 最大有義波高：9.31m、同周期：約15s、有義波3m以上継続時間：9時間



台風来襲後の海浜の状況

71

○高波浪により広範囲で養浜盛土が削られ、下手側に養浜材が供給されたが、想定以上に削られた箇所もあった。

○１号消波堤下手では養浜盛土が削られ、平成25年度に護岸基礎部に据えた袋詰玉石の天端が露出した。

○５号ヘッドランド下手では養浜盛土が削られ、根固工の陸側の盛土がほとんど無い状態となった。

【参考】袋詰玉石設置時（H25.8.25）

（遠景） １号消波堤下手 （近景）

（遠景） ５号ヘッドランド下手 （近景）

H27.7.23撮影H27.7.23撮影

H27.7.23撮影H27.7.23撮影



台風来襲後の海浜の状況

72

○４号ヘッドランド下手でも根固工の陸側の養浜盛土が大きく削られた。

○緊急対応として、ヘッドランドや消波堤の背後にストックしてある養浜材の押土を、８月中旬までに実施する予定。

H27.7.23撮影H27.7.23撮影

（遠景） ４号ヘッドランド下手 （近景）

Ｌ型突堤

１号消波堤

２号消波堤

３号消波堤
４号消波堤

５号ヘッドランド

４号ヘッドランド

３号ヘッドランド

H27.7.23撮影H27.7.23撮影

養浜盛土が大きく削られた箇所 ：緊急対策（ストック養浜の押土）



（３）その他報告事項

②Ｌ型突堤の入札手続きの状況
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Ｌ型突堤の設計・施工方針

年 度 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９～Ｈ３０

三保松原景観改善技術
フォローアップ会議

Ｌ型突堤の整備 工 事設 計入札手続き

□ 確認項目

工事発注前 入札手続き中 詳細設計時

Ｌ型突堤全体 平面配置 提案内容の妥当性
構造デザイン、色合
い、表面処理など

横堤（有脚式）
の構造

設計条件
（延長、天端高、天端幅、消波性能等）

提案内容の妥当性 構造物の安定性等

縦堤の構造
設計条件
（延長、天端高、天端幅、法勾配、ブロッ
ク質量等）

提案内容の妥当性 被覆材料選定、
ブロック割付など

審査委員会

74

○入札手続きの関係上、突堤構造の詳細検討を来年度前半に実施し、工事着手
は来年度後半以降となる。

○景観への配慮事項等については、詳細設計時に「三保松原景観改善技術フォ
ローアップ会議」等の意見を反映させることを受注者に求める。



本契約までのスケジュール（予定）

第１回審査委員会
●評価項目の設定
●技術提案を求める範囲（落札決定基準）の審査

第２回審査委員会
●設計・施工提案書の妥当性の審査、課題の抽出
●技術提案書の審査
●提案改善に向けた助言

9月中旬

第３回審査委員会
●改善提案書の審査
●予定価格の承諾

第４回審査委員会or個別ヒアリング
●総合評価による落札結果の意見聴取

12月下旬

開 札

12月14日

落札者の決定 仮契約

２月議会
議決 本契約

１月下旬 ３月下旬

6月17日

11月下旬

入札公告

6月23日

技術提案書等提出

8月24日

技術対話

9月中旬

改善技術提案書提出

10月19日

●設計・施工提案書の審査

●技術提案書の審査

●改善提案書の審査

●予定価格の作成

●総合評価

●入札価格の評価

12月下旬

資格委員会

審査委員会発注者
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現時点



技術提案書の評価項目

評価項目 評価基準 配点
Ｌ型突堤の構造
上の安定性に関
する優位性を示
す提案・工夫

海底勾配が急峻な清水海岸において、有脚式横堤、縦堤並びにその接合部で構成
されるＬ型突堤の安定性を確保するため、次の事項について、配慮事項等を具体的
に記述され、その根拠が明確である場合に評価する。

○縦堤先端部の保護に関する提案・工夫

○横堤の安定性に悪影響を与えない構造に関する提案・工夫

○その他、構造物の安定性に関する優位な提案・工夫

14点

評価項目 評価基準 配点
Ｌ型突堤の景観
に関する優位性
を示す提案・工
夫

本工事箇所は､世界文化遺産「富士山」の構成資産である三保松原に位置すること
から、次の事項について、具体的に記述され、その内容が標準案より優れている。

○景観対策に関する構造上の提案・工夫

○周辺景観（堤防、松原、砂浜、富士山、海）との一体性・連続性の向上に関する
提案・工夫

○施工時の景観に関する優位な提案・工夫

14点

海岸等利用者へ
の安全性及び環
境対策に関する
優位性を示す提
案・工夫

海岸等利用者や漁業者等の安全性を確保するため、次の事項について、具体的に記
述され、その内容が標準案より優れている。

○海岸等利用者の安全性に関する構造上の提案・工夫

○施工時の安全・環境対策に関する提案・工夫

4点

工事目的物の性能、機能の向上に関する技術提案

社会的要請への対応に関する技術提案

加算点合計 32点 76

技術提案書の評価項目には、第１回技術検討ワーキング部会での意見等を反映。



特記仕様書における規定

77

１ 実施設計に当たっては、発注者が指定する有識者組織（以下「有識者組織」という）

に案を諮り、景観上配慮すべき事項について出された意見を反映させながら、具体

的な設計を進めていくものとするが、受注者はこれに協力すると共に、デザイン上の

検討をするために必要な設計体制を確保するものとする。なお、設計体制の確保に

要する費用は受注者が負担するものとする。

２ 実施設計に当たっては、当Ｌ型突堤が完成し、且つ、1号消波堤を撤去した状態に

おけるＬ型突堤の堆砂性能について発注者が模型実験等により性能を確認しながら

設計を進めていくものとする。

模型実験を実施するに当たっては、公共公益機関の協力を得て実験条件を設定し、

当該機関より平面水槽の提供を受けて実験を行う予定であるが、受注者は当該模

型実験その他の確認作業に協力すること。

第４章 実施設計

第６条 設計体制

「景観に関する検討」や「堆砂性能の確認」について、受注者が実施設計において
確保すべき体制等を特記仕様書に明記し、契約における基本条件として規定。



１号Ｌ型突堤の標準配置図

78

Ｌ型突堤の配置や堤体諸元など設計条件を標準配置図として入札公告に添付。



総合評価と落札候補者の決定方法

総合評価の方法

落札候補者の決定方法

評価値＝｛（標準点＋加算点）／入札価格｝×1,000

＝（技術評価点／入札価格）×1,000

標準点：100点

加算点：0～32点

評価項目ごとの最低限の要求要件を満足する場合に標準点（100点）を与え、さらに技
術資料の内容に応じ、加算点（最高32点）を与える。なお、｢技術提案｣では過度な負担と
なる性能（オーバースペック）の提案は評価しない。

総合評価は、「標準点（100点）」と「加算点（最高32点）」の合計である「技術評価点」を
当該入札参加者の入札価格で除し、1,000を乗じて得た「評価値」をもって行う。

上記「総合評価の方法」により得られた「評価値」の最も高い者を落札候補者とする。

79

「標準点」と「加算点」の合計である「技術評価点」を当該入札参加者の入札価格で
除し、1,000を乗じた「評価値」が最も高い者を落札候補者とする。



（３）その他報告事項

③景観に配慮した養浜の実施方法の検討
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1.0万m3

1.0万m3
1.5万m31.5万m3

養浜量（m3/年）

２号Ｌ型突堤
１号Ｌ型突堤

養浜盛土形状の検討養浜盛土形状の検討

• 既設Ｌ型突堤～１号消波堤 ⇒ 1.5万m3/年
• １号消波堤～２号消波堤 ⇒ 2.5万m3/年
• ２号消波堤～３号消波堤 ⇒ 1.0万m3/年

※養浜は、モニタリング結果に応じて、投入位置や投入量の調整を随時行う。

＜工法検討の際の養浜計画＞

81

羽衣の松前面の代表視点場から富士山を望む際に視認される「既設Ｌ型突堤～１
号消波堤間の養浜盛土（1.5万m3）」について、景観上の課題・効果等を整理し、景
観に配慮した養浜の実施方法を検討する。

１号消波堤

既設Ｌ型突堤

２号消波堤３号消波堤



模型を用いた養浜盛土形状の検討模型を用いた養浜盛土形状の検討

T.P.+7m

T.P.+6m

82

※左：1/2000、右：1/200

検討箇所付近の状況

（※養浜盛土形状はイメージ）

昨年度製作した模型

○養浜形状の検討では、検討用模型を製作し、養浜形状を粘土等で表現し、周辺
景観への効果・影響等を確認するとともに、時系列的な土砂の流出を想定し、浜
崖の形成など海岸利用者等への影響等についても整理する。

○検討は、景観に関する委員（篠原委員、岡田委員）に御協力いただき実施し、検
討結果は本ワーキング部会に諮るものとする。



模型を用いた養浜盛土形状の検討模型を用いた養浜盛土形状の検討

83

検討用模型の製作範囲図

粘土等を用いて景観に配慮した
養浜盛土形状を検討

検討用模型は、1/300のスケールで、養浜実施位置周辺（既設Ｌ型突堤から１号消
波堤北側に新設するＬ型突堤付近まで）の範囲を製作する予定。



（４）今後の予定
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年度 平成２７年度 平成２８年度

月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～７ ８～11 12～３

検
討
項
目

モニタリン
グ計画

養浜の
実施方法

技術会議
最終報告書

実
施
項
目

Ｌ型突堤
整備

養浜

測量調査

会
議
等

三保松原
海岸部

8/11

測量（定期）

今後の予定

85

第１回フォローアップ会議

第２回
ワーキング

第３回
ワーキング

第２回フォローアップ会議

侵食検討委員会

測量（定期）

航空写真撮影

最終報告書作成

サンドリサイクル養浜（V=4万m3）

測量（適宜）

盛土形状検討

養浜材採取方法検討

モニタリング計画
保全状況報告書の記載内容

モニタリング経過検証
最終報告書の確認
養浜の実施方法

入札手続き

8/28

計画検討

詳細設計 工事



参考資料
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（１）モニタリング計画
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・現在の侵食対策計画（H22以降）に基づき、計画養浜量が８万ｍ3/年のｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜、３万m3/年のｻﾝﾄﾞ
ﾘｻｲｸﾙ養浜と、モニタリングを実施している。

・平成26年度は、ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜9.3万m3、ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ養浜3.3万m3を実施。侵食が進行している消波堤区間
のｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ養浜量を5万m3/年に増量を図るため、実施方法を検討している。

3号

2号

1号

4号

消波堤区間

ヘッドランド区間
1号

3号
2号

4号

5号

Ｌ
型
突
堤

滝
ヶ
原
川

飛行場前面の堆積域からのｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ養浜
実施：3.3万m3

離岸堤区間
実施：1.9万m3

増・蛇塚

折戸

三保

安倍川からのｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜
実施：9.3万m3

離岸堤区間

駒越

三保飛行場

現在の事業計画と事業実施状況

4.1万m30.6万m3

消波堤区間(三保) ヘッドランド区間(駒越・折戸・三保) 離岸堤区間(増・蛇塚)

計画
（H22～）

■ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ養浜3万m3/年 ■ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜6万m3/年 ■ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜2万m3/年
（ｻﾝﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨ促進養浜）

実施
（H26）

■ｻﾝﾄﾞﾘｻｲｸﾙ養浜3.3万m3/年 ■ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜7.4万m3/年 ■ｻﾝﾄﾞﾊﾞｲﾊﾟｽ養浜1.9万m3/年
（ｻﾝﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨ促進養浜）

2.7万m3
ヘッドランド区間
実施：7.4万m3
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2.9 3.6

5.9

1.0
2.1

0.7 1.2
2.7 2.0 2.0

0.9
2.0 2.4

1.1 0.9
1.9

4.2

4.5
5.3

4.0

3.3

4.2

4.3 3.8
2.3

6.0 5.0 6.6 4.3

9.2

8.0 8.7 7.4

0.4 
1.1 

3.0 

3.0 
3.0 3.2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

養
浜
量
(
万
m3
)

年度

消波堤区間

ヘッドランド区間

増・蛇塚離岸堤区間

区間／年度事
業

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 区間合計

静岡海岸合計 - - - 12,900 30,400 15,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - 128,300

清
水
海
岸

増・蛇塚
離岸堤区間

- 29,390 35,560 59,300 10,000 21,000 7,200 11,600 26,700 19,500 20,000 8,600 19,700 23,740 10,700 8,617 19,400 331,007

No.1ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
上手

2,860 12,500 8,730 8,500 13,590 21,800 23,800 30,770 15,000 26,300 30,000 25,500 23,446 28,300 50,757 56,651 26,740 405,244

No.1～No.2
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ間

- - 8,100 - - - - 7,600 - - - - - - - - 14,500 30,200

No.2～No.3
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ間

- - - - - - - - - - - -
20,000
ﾘｻｲｸﾙ

- 14,500 - - 34,500

No.3～No.4
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ間

6,540 6,380 17,220 10,300 9,266 15,000 13,200 - 8,300
6,900
ﾘｻｲｸﾙ

11,600
ﾘｻｲｸﾙ

17,982
ﾘｻｲｸﾙ

- 10,000 14,500 - 5,500 152,688

No.4～No.5
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ間

32,300 26,560 15,630 13,100 - - - - -
13,400
ﾘｻｲｸﾙ

7,740
ﾘｻｲｸﾙ

16,627
ﾘｻｲｸﾙ

- 20,000 - 30,000 27,000 202,357

No.5ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ
～L型突堤間

- - 3,370 8,100 10,444 5,000 5,800 - -
13,100
ﾘｻｲｸﾙ

740
ﾘｻｲｸﾙ

5,915
ﾘｻｲｸﾙ

- 33,700 - - - 86,169

消波堤区間 - - - - - - - - - -
4,000
ﾘｻｲｸﾙ

11,100
ﾘｻｲｸﾙ

-
30,000
ﾘｻｲｸﾙ

30,000
ﾘｻｲｸﾙ

30,000
ﾘｻｲｸﾙ

32,100
ﾘｻｲｸﾙ

137,200

飛行場前面
（浚渫工）

- - - - - - - - -
-

(33,400)
-

(24,100)
-

(51,600)
-

(20,000)
-

(30,000)
-

(30,000)
-

(30,000)
-

(32,100)

-

(251,200)

清水海岸合計 41,700 74,830 88,610 99,300 43,300 62,800 50,000 49,970 50,000 79,200 74,080 85,724 63,146 145,740 120,457 125,268 125,240 1,379,365

※ﾘｻｲｸﾙは飛行場前面No.11～14の浚渫土砂を投入

H10年度～H26年度事業

91.1万m3

33.1万m3

13.7万m3

区間合計量
【H10～26】

（単位：m3）

計
4.2万m3

7.5

8.9

9.9

4.3

6.3

5.0 5.0 5.0

7.9 7.4
8.6

6.3

14.6

12.0
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これまでの養浜投入量の整理

12.5 12.5
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砂浜幅
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1

浜
幅

(
m
)

測線No.

2013年 9月

2013年 11月

2014年 9月

2014年 11月

必要砂浜幅

L型突堤

1号消波堤

防護上の

必要砂浜幅

（80m）

2号消波堤

3号消波堤

4号消波堤

侵食

侵食

安定傾向

養浜(H26.1-3)
３万m3

砂浜幅の変化【2013(H25)年1月～2014(H26)年11月】

・１号消波堤下手は2013年時に一時的に汀線が前進したが、2014年９月時には汀線が後退
・２～４号消波堤下手の砂浜幅も狭い状態

現在のモニタリング項目【砂浜幅】現在のモニタリング項目【砂浜幅】 ①汀線・深浅測量



根固工

測線No.16

■４号消波堤周辺（2013年台風時の前面侵食により4号消波堤が沈下）

・消波堤下手は2013年時に一時的に堆積したが、2014年9月時に減少

根固工

写真：2014(H26)年12月撮影

測線No.18

侵食

養浜(H26.1-3)
3万m3

○４号消波堤下手 ○４号消波堤上手

（H25T18,T26後）

（H26T18後）

（H25T18,T26前）

（H26T18前）
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海浜・海底断面地形

現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】 ①汀線・深浅測量



水深変化

・2013年時に４号消波堤沖で海底谷への土砂移動（侵食）が生じたが、2014年時は堆積傾向
・直近１年間では１号消波堤下手と４号消波堤下手で侵食が進行した

飛行場

L型突堤

3号

1号

2号

海底谷清水区
三保灯台

4号

汀線

養浜(H26.1-3)
3万m3

飛行場

L型突堤

3号

1号

2号

海底谷
清水区

三保灯台

黄線は汀線

水深変化量(m)

4号

2号消波堤周辺
で侵食が拡大

T.P.-12mﾗｲﾝ
(土量算定沖側境界)

2013(H25)年1月～2013(H25)年11月の変化
等深線はH25年1月測量

2013(H25)年11月～2014(H26)年11月の変化
等深線はH26年11月測量

T.P.-12mﾗｲﾝ
(土量算定沖側境界)

４号消波堤下手
で侵食

１号消波堤下手
で侵食
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現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】 ①汀線・深浅測量



土量変化

93

・消波堤区間では、2000年を基準に比較すると岸側、沖側とも侵食傾向
・直近１年間では、岸側で約１万m3侵食しているが、沖側の変化量が小さい
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変
化

量
（
万

m
3
）

+7.0～-4m

-4m～-12m

区間土量変化（2000年基準）

◆2013年11月
●2014年11月

-0.9万m3

-0.2万m3

数値は直近１年間の土砂変化量
2013(H25)年11月～2014(H26)年11月

（主に礫質）

現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】現在のモニタリング項目【海浜・海底地形】 ①汀線・深浅測量

沖側

岸側



2006年頃に大きく進行して以降、サンドボディ先端位置の進行は小さいが、静岡海岸の離岸堤背後の満砂
域が清水海岸に向かって進行している。また、養浜箇所周辺（No.92）の汀線前進が見られる。

2004(H16)年1月

2006(H18)年2月

2012(H24)年1月

2010(H22)年1月

△：サンドボディの先端位置(護岸～離岸堤間の半分まで砂浜が回復した位置)

9号

9号
4号

4号

4号

3号

滝
ヶ
原
川

静岡海岸清水海岸

進行

進行
H23養浜 1.3万 H23養浜 0.7万

H16養浜 2.1万

H17養浜 0.7万

H18養浜 1.2万 H19-20養浜 4.6万

H21養浜 2.5万 H21養浜 0.4万

蛇塚増

(養浜単位：m3)

2013(H25)年12月

3号

H25養浜 1.1万

H24養浜 0.2万

2014(H26)年12月

3号

H26養浜0.9万 94

垂直写真

現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】 ②空中写真撮影



三保飛行場（サンドリサイクル養浜材採取箇所）下手の状況を把握

1961(S36)年

1970(S45)年

1986(S61)年2月

1998(H10)年3月

2000(H12)年9月

2006(H18)年2月

2010(H22)年1月

2014(H26)年12月

H19年度～
サンドリサイクル養浜材採取開始

だんだん飛行場前面の凸形状が
鋭くなっている

砂州が突出し土砂が沖に抜けやすく
下手側に土砂が回り込みにくい
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現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】 ②空中写真撮影

垂直写真



斜め写真（定期：年1回）

96

平成25年台風26号の高波により、４号消波堤のブロックの沈下、破損・散乱が生じたため、
復旧工事を実施した（平成26年10月末完成）

平成25年11月16日10時撮影 平成25年11月8日 10時50分撮影

T.P.+2.29m
Ｎｏ.63.2

４号消波堤
４号消波堤

潮位T.P.-0.04m

▼ 潮位T.P.+0.48m

平成26年10月10日13時29分撮影平成26年12月3日撮影

復旧前

復旧後

T.P.+4.7mの高さまで復旧
（ブロック安定性から２層積の高さ）

現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】現在のモニタリング項目【長期的砂浜回復の状況】 ②空中写真撮影
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斜め写真（不定期：高波浪来襲後等）

平成26年10月6日14時54分撮影

■１号消波堤～２号消波堤

■１号消波堤～２号消波堤
砂浜幅が狭い１号消波堤下手の養浜盛土が堤防前面まで後退（波が盛土上部まで遡上）

■３号消波堤～４号消波堤
養浜していないが、１号消波堤下手に比べて砂浜幅は広く、越波の危険性は低い

２号消波堤

１号消波堤

砂浜幅が狭い１号消波堤下手
は波が盛土上部まで遡上

■３号消波堤～４号消波堤

３号消波堤

平成26年10月6日14時54分撮影

４号消波堤

※10/6：15時（H1/3=2.9m､潮位T.P.+1.07m）

現在のモニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】現在のモニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】②空中写真撮影
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定点写真

平成26年10月10日12時57分撮影

養浜材流出
堤防基礎露出

2号消波堤
↓

平成25年7月27日撮影 平成25年10月24日撮影

平成26年9月1日11時57分撮影

2号消波堤
↓

2号消波堤
↓

■１号消波堤下手
平成25年時に堤防基礎が露出した箇所は、緊急対策や養浜実施により平成26年は堤防基礎
の露出は見られなかった

袋詰玉石の設置
養浜材の埋戻し

H25台風18号、
26号来襲

H26台風18号
来襲養浜実施

H25台風7号
（7/11）
来襲後

現在のモニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】現在のモニタリング項目【高波浪時の越波・遡上状況】③定点写真撮影



―：有義波高 H1/3
―：有義波周期 T1/3

2014年の台風18号時に既往２位の波高を観測（久能観測所：H12観測開始以降の15年間）

■久能観測所波浪データ（2014年 毎正時）

台風18号

■久能観測所の波高上位10波(2000(H12)年～2014(H26)年)

【清水海岸の計画外力(50年確率波)】：沖波波高Ho=12.0m、沖波周期To=17.0s （石廊崎測候所の観測データ(1976年から22年間)による）

欠測

欠測

順位 気象要因 有義波高(m) 有義波周期(s) 波向 最大値観測時刻
1位 2011年台風15号 10.11 12.4 欠測 2011/ 9/21　15時30分
2位 2014年台風18号 9.31 15.1 S 2014/10/ 6　 9時30分
3位 2013年台風26号 9.28 16.7 S 2013/10/16　 7時
4位 2012年台風17号 8.40 13.7 S 2012/ 9/30　22時
5位 2002年台風21号 8.37 16.4 SSE 2002/10/ 1　20時
6位 2009年台風18号 8.13 13.7 S 2009/10/ 8　 7時
7位 2013年台風18号 7.97 13.1 S 2013/ 9/16　 9時
8位 2012年台風4号 7.67 13.5 S 2012/ 6/19　24時
9位 2005年台風11号 7.14 14.7 SSE 2005/ 8/25　20時
10位 2004年爆弾低気圧 6.53 10.3 S 2004/12/ 5　 6時

2004年台風23号 6.50 13.9 S 2004/10/20　21時

99

波浪観測

現在のモニタリング項目【海象条件】現在のモニタリング項目【海象条件】 ④波浪観測
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10月5日 10月6日 10月7日

潮
位
(m
)

清水港潮位

波高H1/3,周期T1/3 波高規模※ 波向 その他 石廊崎波浪

台風18号 9.31m,15.1s 50年確率波相当 S

・有義波高3m以上が約8時間継続

（最近の高波浪台風時の継続時間は20時間前後）

・安倍川出水量（手越）流量3,478m3/s

（近10年で2位）

ピーク時波高

H1/3：12.8m

■波高規模等 ※波高規模の評価は石廊崎のデータを使用

波高ピーク（9時30分）
H1/3=9.31m、T1/3=15.1s

2014年の台風18号は、波高３m以上の継続時間が８時間であり、最近の高波浪
台風時に比べると作用時間が短い。波高ピーク時は干潮時であった。

※超音波式波高計欠測により水圧式を演算処理

※

※

波高３m以上は
８時間継続

航空写真撮影

100

波浪観測

現在のモニタリング項目【海象条件】現在のモニタリング項目【海象条件】 ④波浪観測



以下の理由により、養浜実施箇所の優先順位付け及び養浜方法を明確化する。
１．災害リスクが高い箇所からの対策を可能にする。
２．急激な侵食の進行や大きな侵食状況の変化に対し、柔軟な対応を可能にする。

養浜を実施する上で明らかになった課題
１ 大きな状況変化に対し、各箇所における養浜の緊急性を判断できない。
２ 現状分析に時間がかかる。

台風後の深浅測量及びその分析に数ヶ月を要する。
３ 養浜は以下の影響を受け、各年の養浜量が安定しない。

（１）天候や他工事の影響で、許可を受けた箇所で採取できなくなる。
（２）天候や他工事の影響で、澪筋が変化し、搬出路が確保できない。
（３）ダンプ通行への苦情等により、搬出箇所が制限される。

消波堤区間 ヘッドランド区間 離岸堤区間

３万m3

【前回の検討】
各区間の養浜量を、局

所的な危険箇所やリスク
の高い箇所へ効果的に配
分する。

６万m3 ２万m3
概念図

H22策定計画

必要箇所への
効果的な配分

養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）
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事業計画（養浜計画）への反映状況



堤防

現況浜幅B

A0

養浜実施箇所は、以下の２つの指標を基準に優先順位を決定する。
１．砂浜幅が必要砂浜幅に対し不足している箇所
２．越波に対し海浜断面積が不足している箇所

【指標の選定理由】

１ 砂浜幅 必要砂浜幅の確保が計画の目的であり、防災上最も重要な指標である。

２ 海浜断面 越波に対しては、波の打上げ高さを軽減することが重要となる。一般的に海浜断面が
大きいほど打上げ高を抑えられる。

【養浜箇所の優先順位付け】

堤防

必要浜幅B0

海岸断面積A

T.P.±0

現況浜幅B
（概念図）

必要浜幅B0

T.P.±0

※1.必要浜幅は、越波の観点(波が堤防を越えない,堤防が被災しない)に対し、必要な浜幅を代表海浜断面に対する波の打上げ高計算から設定。
2.消波施設周辺での局所的な深掘れの発生や盛土養浜の実施など、代表海浜断面に適合しない施設・養浜等の影響を受けた地形も存在する。それら

箇所は浜幅のみでは評価できないため、海浜断面の指標（各測線毎の打上げ高計算による）も加えるものとした。

浜幅B

断面積A

A0：計画波浪に対し必要な断面積
B0：必要砂浜幅

優先順位１ 優先順位２

優先順位２ 優先順位３

B＞B0
A＜A0

B＞B0
A＞A0

B＜B0
A＞A0

B＜B0
A＜A0

根固工

根固工

養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）
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養浜は、以下の方法で実施する。
１．養浜材は、養浜必要箇所及びその上手側に投入する。
２．サンドバイパスについては、養浜材の供給が可能であり、且つ以下のいずれかに該当する

場合、計画量８万m3/年を越えた養浜を実施可能とする。
① 優先順位１～２の箇所で養浜が可能
② ①を満たしてなお、養浜材をストックできる容量がある

計画量を超える養浜が必要な理由
①些少部で緊急養浜が必要となった場合のストック
②容量が大きいヘッドランド・消波堤等の背後は、高波浪時に下手些少部への養浜材供給元となる。
③天候や他工事の影響などにより、各年の養浜量が安定しない。

（概念図）

①緊急養浜のためのｽﾄｯｸ
②高波時の供給元

砂浜些少部

A１

A0を越えて養浜可能な海浜断面A1

【養浜断面】
○ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ区間：現況の盛土天端面(現地盤面)から海側に撒きだし、

根固工背後に擦り付ける。
○消波堤区間は、景観に配慮し、堤防面を極力隠すため、波返工下部を

天端面とし、盛土法勾配は自然地形勾配に近づける。

越波を許容しないために必要な海浜断面A0

堤防

必要浜幅B0

T.P.±0

現況浜幅B

A0 A１

0.5～1m

勾配1：3

根固工

養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）養浜箇所検討資料（これまでに整理した養浜計画検討方法）
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短期対策の内容【第４回技術会議説明資料より】短期対策の内容【第４回技術会議説明資料より】

• 横堤は、安定性に優れ、一定の堆砂性能が期待できる「有脚式（透過構造）」を採用する。

• 縦堤は、砂浜との一体感や地形変化への追従性に優れる既設突堤と同構造（被覆ブロッ
ク式）を基本とする。

• 安全性及び確実性を重視し、1号、2号消波堤の下手にそれぞれ突堤（計2基）を設置する。

• 侵食傾向が著しい箇所への対応、景観改善効果の早期発現を考慮し、1号突堤（南側）か
ら着手する。

• 2号突堤については、1号突堤設置後のモニタリングの結果により、設置位置を下手側に移
すことや設置しないことも検討する。

Ｌ型突堤の配置

養浜方法

Ｌ型突堤の構造

• 消波堤区間への養浜量は5万m3を確保する。

• 養浜の実施にあたっては、高さや勾配を抑えて景観への影響を軽減するとともに、人工
構造物の視認性を低下させるよう工夫する。

• 養浜については、モニタリング結果に応じて投入位置や投入量の調整を随時おこなう。

• 全ての対策は、モニタリング結果を踏まえて順応的に見直す。

共 通
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安倍川総合土砂管理計画 モニタリング計画安倍川総合土砂管理計画 モニタリング計画
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■最低限実施すべきモニタリング

■モニタリング（海岸領域抜粋）



（２）保全状況報告書への記載内容
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ヴィジョン・各種戦略への記載内容

・海岸景観の改善

静岡県は、砂浜を保全するために設置した消波ブロックが風致景観を阻害してい
ると指摘されたことを受け、「三保松原白砂青松保全技術会議」を設置・開催し、
防護と景観が両立する新たな海岸保全の在り方を検討した。

「将来、構造物に頼らずに砂浜が維持される海岸を実現するため、常に土砂供給
の連続性を確保するよう努める」、「砂浜が自然回復するまでの間、景観上配慮し
た最小限の施設により、砂浜を保全する」という方針を定め、４基の消波堤のＬ型
突堤への置き換えと養浜により砂浜を保全する対策を決定した。

このうち、景観形成上重要な視点場である、羽衣の松付近から富士山を望む場合
に影響の大きい１号、２号消波堤を含む区間を「短期対策区間」と位置付け、海浜
変形シミュレーションや模型等による将来予測に基づく防護・景観を中心とした多
面的な検証により、具体的な対策を決定した。

また、対策を進めるに当たっては、モニタリング計画に基づくモニタリングを適
切に行い、その検証結果を踏まえた「三保松原景観改善技術フォローアップ会議」
における検討に基づき、順応的に対策を見直すものとしている。
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各種戦略「Ⅶ．開発の制御」



ヴィジョン・各種戦略への記載内容

◎海岸景観の改善

概 要

絵画や浮世絵などに描かれた当時の、「海、砂浜、松林」で構成される海岸景観
の復活を目指し、土砂供給の回復による施設に頼らない海岸保全の実現を目指す。

また、それまでの間の措置として、審美的観点から望ましくないとされた４基の
消波堤を、段階的に景観に配慮した構造物に置き換える。

これまでの取組内容

安倍川における大量の砂利採取を原因とする海岸侵食が進む清水海岸（三保地
区）では、砂浜保全のためにヘッドランド工法と養浜（サンドバイパス・サンドリ
サイクル）の組合せにより最低限の砂浜を維持し、背後地を防護している。また、
事業と平行して、学識経験者や地元関係者で構成する「清水海岸侵食対策検討委員
会」において、効果検証と対策の見直しを随時実施している。

世界遺産「富士山」の構成資産に登録される過程において、イコモスから、「海
岸保全のために設置された消波堤が景観上望ましくない」と指摘されたことなどを
受け、より高い次元での海岸景観と背後地の防護の両立に取り組むこととし、その
検討組織として学識経験者や行政代表者で構成する「三保松原白砂青松保全技術会
議」を2013年（平成25年）８月に設立した。
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各種戦略「Ⅶ．開発の制御」：参考資料（取組事例）

概 要

これまでの取組内容



ヴィジョン・各種戦略への記載内容

同会議において、長期的には施設に頼らない海岸防護を目指すことを確認すると
ともに、羽衣の松北側にある４基の消波堤を段階的にＬ型突堤に転換することを決
定した。

このうち、羽衣の松に近い２基の消波堤を含む区間を短期対策区間と位置付け、
背後地の防護上必要な砂浜幅の確保、構造物の見え方、利用・環境への影響といっ
た様々な観点について、海浜変形シミュレーションやフォトモンタージュ等により
検証を加え、Ｌ型突堤の配置や規模、構造、養浜の投入量や投入位置等、短期対策
の具体的な内容を決定している。
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【景観改善イメージ（三保松原白砂青松保全技術会議資料より）】

＜現在＞ ＜Ｌ型突堤施工後20年＞



ヴィジョン・各種戦略への記載内容

今後の取組（計画）

「三保松原白砂青松保全技術会議」における結論に基づき、羽衣の松に最も近い
１号消波堤の北側でＬ型突堤の設置工事に着手し、その完成後に１号消波堤を撤去
する。また、養浜については、これまでの実施規模を拡大するとともに、長期目標
実現のための山地、河川、海岸が一体となった総合的な土砂管理を推進する。

なお、対策の実施に伴って発生する課題を解決する場である「三保松原景観改善
技術フォローアップ会議」において、モニタリング計画に基づくモニタリングによ
る対策実施の効果・影響の検証と順応的な計画見直しを行う。
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短期（～2015(H27)） 中期（2016(H28)～2017(H29)） 長期（2018(H30)～）

対策工法の検討

Ｌ型突堤の設置

消波堤の撤去

養浜

（2014(H26)完了） （モニタリング、順応的な計画見直し）

今後の取組（計画）



（３）その他報告事項
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有脚式は波浪制御を目的に開発されており、堆砂効果を目的とした設置事例が
ないため、その漂砂制御機能やその他問題点について確認が必要である

造波装置

Ｌ型突堤

波の入射方向

+1cm

3m

45cm

フルード相似則 1/150

2m

模型実験の概要 （東京大学海岸沿岸研究室）
• 縮尺：1/150
• 実験時間：50分間（約12時間相当）
• 波浪条件：不規則波（波高計により測定）
• 粒径0.27mmの硅砂、養浜等の土砂流入は見込んでいない

有義波高H1/3= 3.09cm
有義波周期T1/3= 0.89s
（Hmax＝5.07cm、Tmax=1.04s）

有脚式の函体部を不透過型、透過型とした場合の模型実験を実施

波浪条件

■模型実験による横堤構造の検討

模型実験によるＬ型突堤横堤構造の検討
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横堤：透過

洗掘大 やや侵食 洗掘小 侵食視認性大 視認性小

後背部の堆砂 汀線の連続性 景観 前面洗掘 評価

不透過 △
洗掘により、構造物付
近が窪む ○ △

突堤上手の堆砂
が劣る × 大きい △

透過 ○ △
不透過よりやや
不連続 ○ ○ ○ 堆砂性能でも優れる

横堤：不透過

【結果まとめ】 （※土砂流入を見込んでおらず、実験結果は高波浪来襲直後の一時的に土砂が失われた状況に近い）

沖側沖側

沖側沖側

模型実験によるＬ型突堤横堤構造の検討
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○法先位置 ⇒ T.P.+2.0m以上 ・・・ 養浜直後に養浜材が流出しない高さ（朔望平均満潮位以上）

○天端高 ⇒ 堤防前T.P.+7m以下 ・・・ 法尻（T.P.+2m ）と堤防天端（T.P.+12m ）の中間

無堤部T.P.+ 6m以下 ・・・ 松原前面の海浜植生の生育範囲に影響を与えない高さ

○法勾配 ⇒ 1/8以下 ・・・ 現況海浜勾配(1/15)の1/2程度

○天端幅 ⇒ 約10m以上 ・・・ 20tダンプがすれ違い可能な幅員

1/8程度

1/8程度

10m以上

10m以上

植
生
界→

T.P.+1.0m

T.P.+1.0m

T.P.+6.0m程度

T.P.+7.0m程度

T.P.+2.0m程度

T.P.+3.0m程度

有堤区間
(測線No.30+50m)

無堤区間
(測線No.31)

横断形状

※高波来襲後に浜崖が形成された際は自然地形に極力均す

「景観への配慮」と「規定の養浜量確保」に配慮し、所要量を投入可能な以下
の断面形状を仮定し景観面への影響を評価。

【上図における断面設定の考え方】

養浜方法に関する検討
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養浜量 No.31+50m～No.30+75m ⇒ 28m2×50m×0.5＋28m2×25m＝1,400m3

No.30+75m～No.30        ⇒ 117m2×75m＝8,775m3 合計10,175m3/回

上図範囲での1回あたり養浜可能量は約1万m3であるが、盛土流出後の補充等で50%程度の割り増しを想定し、
1.5万m3/年の養浜が可能と判断。

No.30
+50m

No.31
+50mNo.30 No.31

・ 盛土開始位置は、現Ｌ型突堤基部より北側とし、概ね50m程度を擦り付け区間とした。

・ 縦断擦りつけ勾配は、現況海浜勾配（1/15）より緩く設定した。

平面形状

養浜実施範囲
T.P.+7m

T.P.+6m

養浜方法に関する検討
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